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 本書の位置づけ 

本書は「国土交通省手続業務一貫処理システム（以下「eMLIT」という。）」の申請者向け
のマニュアルです。 

申請者がアカウントを取得し、eMLIT の利用を開始できることおよび eMLIT の標準機能
を利用し、申請の作成、提出した申請の審査状況の確認等を行い、申請等の手続を円滑に進
められることを目的としています。 

 
 
 

 動作環境 

eMLIT の動作を保証しているブラウザについては、以下をご参照ください。 
https://e.mlit.go.jp 
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1 eMLIT の利用開始 

1.1 eMLIT のアカウントを準備する 
eMLIT のご利用には、最初にアカウントの準備が必要です。 

 
G ビズ ID や eMLIT アカウントをすでにお持ちの方は、15 ページ「1.2eMLIT にログイン
する」から操作してください。 
 

令和６年 10 月に eMLIT が切り替えられました。切替前に eMLIT をご利用されていた方
で、初めて切替後のシステムにログインする方は、13 ページ「1.1.4 システム切替前のア
カウントを引き継ぐ」から操作してください。 

 
 

1.1.1 アカウントの種類 
eMLIT で申請を行う場合、G ビズ ID または eMLIT アカウントの 2 種類をご利用いただ

けます。 
事業形態等に応じて、必要なアカウントを取得してください。 
 

表 1-1 アカウントの種類 

アカウントの種類 主な対象者 説明 

G ビズ ID 法人および個人事業主等、事業を営んでいる方 8 ページ 

eMLIT アカウント 事業を営んでいない個人の申請者 
※申請できる手続に制限があります。 

8 ページ 
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（1） G ビズ ID とは 

G ビズ ID とは、複数の行政サービスを一つのアカウントで利用することができる認証シ
ステムです。G ビズ ID のアカウントを取得すると、複数の行政サービスへのログインが可
能となります。 

 

 
G ビズ ID には、3 種類のアカウントがあります。 
 

表 1-2 G ビズ ID の種類 

G ビズ ID の種類 説明 本人確認 

G ビズ ID プライム ・法人代表者、個人事業主向け 
・書類郵送またはオンラインにて、本人確認審査の
のち発行 
・eMLIT のすべての手続を利用可能 
・従業員向けのアカウント（G ビズ ID メンバー）
を発行可能 

要 

G ビズ ID メンバー ・G ビズ ID プライムを取得している組織の従業員
向け 
・eMLIT のすべての手続を利用可能 

不要 

G ビズ ID エントリー ・事業を行うすべての方が取得可能 
・本人確認審査を行わず、即日発行 
・eMLIT で申請できる手続に制限あり 

不要 

 
 

（2） eMLIT アカウントとは 

eMLIT のみで利用できるアカウントです。 
すぐに取得できますが、申請できる手続に制限があります。以下のページの「申請可能な

アカウント種別」欄をご確認ください。 
 
手続をキーワードから探す 
https://e.mlit.go.jp/s/searchFromAllTetsuduki 
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1.1.2 G ビズ ID を取得する 
G ビズ ID アカウントの取得は、G ビズ ID の Web サイトで行ってください。 
eMLIT で本人確認が必要な手続を行う場合は、「G ビズ ID プライム」を取得するようお

願いいたします。 
 
取得手順は、G ビズ ID の Web サイトにて提供している「ご利用ガイド」に記載されて

います。 
G ビズ ID「ご利用ガイド」ページ： 
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html 
 

※ G ビズ ID のアカウント ID（メールアドレス）とパスワードは、eMLIT のログイン画面
で使用しますので、お忘れのないようご注意ください。 

 
G ビズ ID でログインする方法については、15 ページ「1.2.1G ビズ ID でログインする」

をご参照ください。 
 
 

1.1.3 eMLIT アカウントを取得する 
1以下の URL にアクセスします。 

https://e.mlit.go.jp/EntryNewAccount 
 

2メールアドレスを入力し、「確

認画面へ」ボタンをクリックし

ます。 

 

 
3メールアドレスを確認し、「確

認」ボタンをクリックします。 
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4手順 2 で入力したメールアドレス宛に、確認メールが届きます。 

メールに記載されている URL をクリックします。 

 

5画面の記載に従い、必要事項

および eMLIT アカウントのパス

ワードを設定します。 

 

 
 
パスワードのルールは以下のとおりです。 

パスワードに使用できる
文字 

英字(大文字、小文字)、数字、下記の記号 
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ 
̀ { | } ∼ 

パスワードの長さ 8 文字以上であること 

パスワードに使用できる
文字の組合せ 

英大文字、英小文字、数字、記号のうち 3 種類以上を含
めること 

パスワードの有効期間 180 日（有効期限終了後はログイン時にパスワードの
変更を求められます） 

同じパスワードの再利用 5 回前までのものは再利用不可 

 
 

6入力が完了したら、画面下部

の「確認画面へ」ボタンをクリ

ックします。 
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7画面の表示を確認し、「確認」

ボタンをクリックします。 

 

 

8「eMLIT アカウントでログイ

ンする」をクリックします。 

 
9利用規約およびプライバシー

ポリシーの同意を求められま

す。内容を確認の上「同意す

る」にチェックを入れ、「次へ」

ボタンをクリックします。 

 

※同意しない場合、eMLIT を利

用できません。 
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10メールで受信したコード（5

桁の数字）を「認証コード」欄

に入力し、「次へ」ボタンをクリ

ックします。 

 

※認証コードのメールを複数回

受信した場合、最後に発行され

たコードをご使用ください。 

 

 

11ログインが完了し、eMLIT

のホーム画面が表示されます。 

 

 

※初めてログインを行うと、

「【eMLIT】eMLIT へようこ

そ」というメールが届きます。

このメールはアカウント作成が

完了したことを示すメールで

す。 

システムから自動送信されるメ

ールであり、特に操作は不要で

す。 

 

 

次回以降は、利用者登録の操作は必要ありません。 

次回以降ログインする手順については、18 ページ「1.2.2eMLIT アカウントでログインす

る」をご参照ください。 
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1.1.4 システム切替前のアカウントを引き継ぐ 
令和６年 10 月に eMLIT が切り替えられました。切替前に eMLIT をご利用されていた

方は、以下のページへアクセスし、eMLIT アカウントを引き継いでご利用ください。 
※G ビズ ID の方はこの操作は不要です。 

1以下の URL にアクセスします。 

https://e.mlit.go.jp/TakeOverPh1Account 

 

2リニューアル前の eMLIT で使

用していたメールアドレスを入

力し、「確認画面へ」ボタンをク

リックします。 

 

 

3入力したメールアドレスを確

認し、「確認」ボタンをクリック

します。 

 

 

4画面上部に「メールを送信し

ました。」と表示され、手順 2 で

入力したメールアドレス宛に、

パスワード再設定 URL を記載し

たメールが届きます。 
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5メールに記載されている URL をクリックし、表示された画面の指示に従って、パスワード

を再設定してください。 

 

 
パスワードのルールは以下のとおりです。 

パスワードに使用できる
文字 

英字(大文字、小文字)、数字、下記の記号 
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ 
̀ { | } ∼ 

パスワードの長さ 8 文字以上であること 

パスワードに使用できる
文字の組合せ 

英大文字、英小文字、数字、記号のうち 3 種類以上を含
めること 

パスワードの有効期間 180 日（有効期限終了後はログイン時にパスワードの
変更を求められます） 

同じパスワードの再利用 5 回前までのものは再利用不可 

 
次回以降ログインする手順については、18 ページ「1.2.2eMLIT アカウントでログイン

する」をご参照ください。 
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1.2 eMLIT にログインする 
登録されているアカウント情報を使用して、eMLIT にログインする手順です。 
 

1.2.1 G ビズ ID でログインする 
G ビズ ID で eMLIT にログインする方法です。G ビズ ID についての説明は、8 ページ

「1.1.1（1）G ビズ ID とは」をご参照ください。 

1以下の URL にアクセスします。 

https://e.mlit.go.jp/LoginSelect 
 

2「G ビズ ID でログインする」

をクリックします。 

 

 

3「アカウント ID」にメールア

ドレスを入力します。 

 

 
4「パスワード」に G ビズ ID

のパスワードを入力します。 
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□□□□□Tips 

以下の場合は、21 ページ「1.3.1G ビズ ID のパスワードを忘れた場合」をご参照くださ
い。 
・G ビズ ID のパスワードを忘れた場合 
・誤ったパスワードを 10 回連続で入力し、ログインできなくなった場合 

 

5「ログイン」をクリックしま

す。 

 

 

6ワンタイムパスワードまたは G ビズ ID アプリで設定した方法で認証を行います。 

 

7eMLIT への初回ログイン時

は、利用規約およびプライバシ

ーポリシーの同意を求められま

す。内容を確認の上、「同意す

る」にチェックを入れ、「次へ」

ボタンをクリックします。 

 

※同意しない場合、eMLIT を利

用できません。 
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8ログインが完了し、eMLIT の

ホーム画面が表示されます。 

 

 

※初めてログインを行うと、

「【eMLIT】eMLIT へようこ

そ」というメールが届きます。

このメールはシステムから自動

送信されるメールであり、特に

操作は不要です。 
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1.2.2 eMLIT アカウントでログインする 
eMLIT アカウントで eMLIT にログインする方法です。eMLIT アカウントについての説

明は、8 ページ「1.1.1（2）eMLIT アカウントとは」をご参照ください。 

1以下の URL にアクセスします。 

https://e.mlit.go.jp/LoginShinseisha 
 

2「アカウント ID」にメールア

ドレスを入力します。 

 

 
3「パスワード」にパスワード

を入力します。 

 

 
□□□□□Tips 

以下の場合は、23 ページ「1.3.2eMLIT アカウントのパスワードを忘れた場合」をご参照
ください。 
・eMLIT アカウントのパスワードを忘れた場合 
・誤ったパスワードを 10 回連続で入力し、ログインできなくなった場合 

 

4「ログイン」をクリックしま

す。 
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5メールで受信したコード（5

桁の数字）を「認証コード」欄

に入力し、「次へ」ボタンをクリ

ックします。 

 

※認証コードのメールを複数回

受信した場合、最後に発行され

たコードをご使用ください。 

 

 

6ログインが完了し、eMLIT の

ホーム画面が表示されます。 
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1.2.3 ログイン後の画面 
ログインが完了すると eMLIT のホーム画面が表示されます。 
申請に関連する箇所を以下画像の赤枠で示します。その他については、119 ページ「補

記 1.1 ホーム画面の見方」をご参照ください。 

 

 

表 1-3 ログイン後画面の凡例 

 名前 説明 

① 手続を探す 新規で申請を提出する場合に使用します。 
操作詳細 28 ページ「2.2.1 新規に申請を作成する」 

② 手続を進める 一時保存した手続を再開する場合および審査状況を確認する
場合に使用します。 
操作詳細 41 ページ「2.3.2 入力を中断し一時保存する・再開
する」、75 ページ「3.1 審査の状況を確認する」 

③ 手続を探す（法令等・
手続名称から検索 

eMLIT で公開されている手続を検索する場合に使用します。
検索結果から申請を作成することもできます。 
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1.3 パスワードを忘れた場合の対応 
1.3.1 G ビズ ID のパスワードを忘れた場合 
1以下の URL にアクセスします。 

https://gbiz-id.go.jp/oauth/login 
 

2「パスワードを忘れた方はこ

ちら」をクリックします。 

 

 

3「アカウント ID（メールアド

レス）」を入力し「OK」ボタン

をクリックします。 

 

 

4手順 3 で入力したメールアドレス宛に、パスワードをリセットするためのメールが届きま

す。 

メールに記載されている URL をクリックします。 
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5「パスワード再設定」画面に

て新しいパスワードを設定し

「OK」ボタンをクリックしま

す。 

 

 

6「ログインへ」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

続いて、手順 5 で設定した新しいパスワードでログインを行います。以降の手順は、15
ページ「1.2.1G ビズ ID でログインする」をご参照ください。 
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1.3.2 eMLIT アカウントのパスワードを忘れた場合 
1以下の URL にアクセスします。 

https://e.mlit.go.jp/LoginShinseisha 
 

2「パスワードをお忘れです

か？」をクリックします。 

 

 
3「ユーザー名」にメールアド

レスを入力し、「次へ」をクリッ

クします。 

 

 

4手順で入力したメールアドレス宛に、パスワードをリセットするためのメールが届きま

す。 

メールに記載されている URL をクリックします。 

 

5「パスワードのリセット」を

クリックします。 
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6メールで受信したコード（5

桁の数字）を「認証コード」欄

に入力し、「次へ」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

7新しいパスワードを設定し

「パスワードを変更」ボタンを

クリックします。 

 

 

 
パスワードのルールは以下のとおりです。 

パスワードに使用できる
文字 

英字(大文字、小文字)、数字、下記の記号 
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ 
̀ { | } ∼ 

パスワードの長さ 8 文字以上であること 

パスワードに使用できる
文字の組合せ 

英大文字、英小文字、数字、記号のうち 3 種類以上を含
めること 

パスワードの有効期間 180 日（有効期限終了後はログイン時にパスワードの
変更を求められます） 

同じパスワードの再利用 5 回前までのものは再利用不可 

  

 

8パスワードが変更され、eMLIT へのログインが完了します。 
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1.4 eMLIT からログアウトする 
1.4.1 ログアウト 
1画面右上の「▼」ボタンをク

リックし、表示された選択肢か

ら「ログアウト」をクリックし

ます。 

 

 
2G ビズ ID でログインしている

場合、確認画面が表示されま

す。「ログアウトする」ボタンを

クリックします。 

 

 

3eMLIT のログイン前画面に戻

ります。 

 

 
 

1.4.2 自動ログアウト 
eMLIT の画面を操作しない状態が 2 時間以上続くと、セキュリティ確保のため自動的に

ログアウトされます。 
この時、入力途中の申請内容等は保存されませんので、入力を中断する場合は、必ず「一

時保存」ボタンをクリックし、入力内容を保存してください。 
 

なお、このメッセージが表示さ

れた場合は、「続けて使用する」

ボタンをクリックすると、自動

ログアウトされずに引き続き使

用することができます。 

メッセージ表示後 30 秒経過す

ると自動的にログアウトされま

す。 
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1.5 eMLIT の利用を停止する 
eMLIT の利用を停止する場合、eMLIT のお問合せフォームにて、「eMLIT 利用停止の希

望」の旨を送信してください。 
 
コールセンターにてアカウントを無効化の上、メールでご連絡いたします。 
 

※お電話での eMLIT の利用停止の依頼は受け付けておりません。 
※G ビズ ID で eMLIT にログインされている場合、eMLIT の登録情報のみ無効化されます。

G ビズ ID で連携されている他のサービスへは影響ありません。 

 
お問合せの送信方法については、195 ページ「6.2Web フォームでお問合せする」をご

参照ください。 
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2 申請を提出する 

2.1 申請の流れ 
申請の流れの概要を以下に示します。 
 
申請者は、国土交通省に関連する申請を eMLIT を活用して提出することができます。

eMLIT では、内容入力、審査担当組織への提出、審査完了確認、審査結果通知の受領を実
施できます。 

 

 

表 2-1 申請の流れ 

 工程 実施作業 

①  アカウント準備 eMLIT のご利用に必要なアカウントを準備します。 
操作詳細 7 ページ「1eMLIT の利用開始」 

② 申請を作成 申請する手続を検索し、新規作成します。 
操作詳細 28 ページ「2.2 申請を作成する」 

③ 申請内容に疑問点・不明
点 

申請内容について質問がある場合、提出先の審査組織に対
しお問合せを行います。 
操作詳細 60 ページ「2.5 申請に関するお問合せをする」 

④ 申請を提出 申請内容を提出します。 
操作詳細 35 ページ「2.3.1 申請情報を入力する・提出す
る」 

⑤ 申請内容への修正・お問
合せ対応 

申請内容に確認事項等がある場合、審査組織からのお問合
せ等が、メールおよび eMLIT の通知欄へ届きます。 
操作詳細 77 ページ「3.2 提出先から通知が届いた場合」 

⑥ 審査結果通知を受け取
る 

審査の結果は、メールおよび eMLIT の通知欄へ届きます。 
操作詳細 84 ページ「3.3 審査の結果を確認する」 
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2.2 申請を作成する 
2.2.1 新規に申請を作成する 

手続を検索し、新規に申請を作成する手順です。 
eMLIT では、以下の方法で手続を検索できます。 
 

表 2-2 手続の検索方法 

検索方法 説明 

手続をキーワードから探す 手続を分類、申請種別、対象者等のキーワードから検
索できます。 

手続を政策分野から探す 手続を政策分野から検索できます。 

手続を選択して探す 法令名および手続名を指定して選択します。 

関連したおすすめ手続から探す あらかじめ指定した政策分野に該当する手続から申請
を作成できます。 
操作詳細 31 ページ「おすすめ手続を設定する方法」 

よく利用されている手続から探す 経営体と同じ地域や分類でよく利用されている手続の
一覧から検索できます。 

定期的な手続から探す 過去に申請した手続のうち、公開期間中の手続の一覧
から検索できます。 

お気に入りの手続から進める 手続をお気に入りに設定し、お気に入り一覧から申請
を作成できます。 
操作詳細 30 ページ「お気に入り手続を設定する方法」 

 

□□□□□Tips 

「経営体」とは、G ビズ ID で設定した法人情報であり、法人や個人事業主といった申請を
行う主体のことです。「経営体名」には、申請の名義となる法人名・屋号等の名称を設定
してください。 

 

  



29 

以下は、検索方法のうち、「手続をキーワードから探す」の手順です。 

1ホーム画面上部の「手続を探

す」をクリックし、表示された

一覧から「手続をキーワードか

ら探す」をクリックします。 

 

2申請したい手続の検索条件を

入力し、「検索」ボタンをクリッ

クします。 

 
3検索結果のうち、申請したい

手続の「新規」ボタンをクリッ

クします。 

 
 

4「申請の詳細」画面が表示さ

れます。 
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5G ビズ ID エントリーアカウン

トおよび eMLIT アカウントは、

申請可能な手続が制限されてい

ます。手続ごとに必要なアカウ

ントをご確認ください。 

【eMLIT アカウントで申請できない手続を表示した場

合】 

 

続いて、申請の入力・提出を行います。35 ページ「2.3.1 申請情報を入力する・提出す
る」をご参照ください。 

 
 

お気に入り手続を設定する方法 

1お気に入りに設定したい手続

の「♡」をクリックします。登

録が完了すると、「♡」がピンク

色で表示されます。 

 

 

2お気に入り登録した手続の一

覧は、ホーム画面上部の「手続

を進める」をクリックし、表示

された一覧から「お気に入りの

手続から進める」をクリックす

ることで、確認できます。 
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おすすめ手続を設定する方法 

1ホーム画面上部の「手続を探

す」をクリックし、表示された

一覧から「関連したおすすめ手

続から探す」をクリックしま

す。 

 

 

2「おすすめ登録」ボタンをク

リックします。 

 

 

3興味のあるキーワードにチェ

ックを入れ、「登録」ボタンをク

リックします。 

 

 

4登録したキーワードに応じた

手続は、画面上部の「手続を探

す」をクリックし、表示された

一覧から「関連したおすすめ手

続から探す」をクリックするこ

とで、確認できます。 
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2.2.2 過去の申請をコピーして作成する 
過去の申請の内容をコピーして申請する手順です。 
この手順を行うことで、過去の申請内容が入力された状態となるため、変更が必要な項目

のみ修正を行い申請することが可能です。 

1ホーム画面上部の「手続を進

める」をクリックし、表示され

た一覧から「申請履歴・一時保

存の手続から進める」をクリッ

クします。 

 

 

2「条件を指定して検索する」

をクリックします。 

 

 

3利用したい申請の検索条件を

入力し、「検索」ボタンをクリッ

クします。 

 

※審査完了した申請を検索する

場合、「完了している申請を表示

する」にチェックを入れてくだ

さい。 
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4検索結果のうち、コピーした

い申請の「編集」ボタンをクリ

ックします。 

 

 
5画面下部にある「コピーして

申請」をクリックします。 

 

 

6「申請年度（コピー先）」に申

請を行う年度を選択します。 

 

 

7画面右下の「コピーして申

請」ボタンをクリックします。 
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8コピー元の情報が入力された

状態の「申請の詳細」画面が表

示されます。 

 

 

続いて、申請の入力・提出を行います。35 ページ「2.3.1 申請情報を入力する・提出す
る」をご参照ください。 
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2.3 申請の提出と一時保存 
2.3.1 申請情報を入力する・提出する 

申請内容の入力・提出手順です。 
 

「申請の詳細」画面を開いた状態からの手順です。「申請の詳細」画面の開き方については、
28 ページ「2.2 申請を作成する」をご参照ください。 

 
 

（1） 申請内容を入力する 
1「申請年月日」に申請を提出

する日付を入力します。「 」

をクリックすると、カレンダー

が表示されます。 

 

操作詳細 128 ページ「補記

1.2.2 カレンダー入力機能」 

 

 

2「提出先（組織区分）」欄の

「▼」ボタンをクリックし、表

示された一覧から、提出先の組

織が属する組織区分（市町村、

都道府県等）を選択します。 

 
 

3「提出先（組織）」欄に提出先

の官公庁名や官署名を入力しま

す。 

手続によっては、提出先が自動

入力されることもあります。 

 

操作詳細 127 ページ「補記

1.2.1 サーチ機能」 
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□□□□□Tips 

「経営体情報」または「申請者情報」について 
「詳細を表示」ボタンをクリックすると、申請の名義となる方の詳細が別タブで表示
されます。 

【経営体情報が表示されている画面（G ビズ ID でログインしている場合）】 

 
代理申請またはグループ申請を行う場合、経営体情報を切り替えます。「別名義で申
請」ボタンをクリックし、申請に使用する経営体を選択してください。 
 

【申請者情報が表示されている画面（eMLIT アカウントでログインしている場合）】 
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4申請内容を入力します。手続によって入力項目は異なります。 

ここでは例として、汎用的な項目および記号について説明します。 

 

 

表 2-3 入力項目の凡例 

 項目 説明 

①  一覧入力 直接入力欄をクリックして編集するか、「 編集」ボタン
をクリックして編集してください。 
一行入力が完了するごとに「 保存」ボタンをクリックし
て保存してください。 
行を追加する場合は、左の「 」ボタンをクリックします。 
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 項目 説明 

②  「必須」マーク 必ず入力する項目です。 

③  添付ファイル 画面に表示されている資料名等を確認の上、該当する項目に
ファイルをアップロードします。 

※保護がかかったファイルは、登録時にエラーとなる場合

があります。ファイルの保護を解除してからアップロード

してください。 
操作詳細 133 ページ「補記 1.2.5 ファイルの添付方法」 
 

④  インフォメーションマ
ーク 

マウスポインタを重ねると説明が表示されます。 

 

5直ちに申請しない場合、一時

保存してください。 

 

操作詳細 41 ページ「2.3.2 入力

を中断し一時保存する・再開す

る」 

 

※「キャンセル」ボタンをクリ

ックすると、保存していない内

容が破棄され、「申請情報一覧」

画面に戻ります。 

 

 

6申請に関して質問事項がある

場合、審査組織に対してお問合

せができます。 

 

操作詳細 60 ページ「2.5 申請に

関するお問合せをする」 

 

※お問合せをするためには、提

出先を入力した状態で一時保存

されている必要があります。 
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（2） 申請を提出する 

入力が完了した申請を提出します。 

1入力が完了したら、「申請（確

認画面へ）」ボタンをクリックし

ます。 

 

 
2申請内容に不備があると画面

上部にエラーメッセージが表示

されます。 

内容を確認・修正後、再度「申

請（確認画面へ）」ボタンをクリ

ックします。 

 
 

3確認画面が表示されます。 

入力した内容を確認し、問題な

ければ「申請」ボタンをクリッ

クします。 

 

修正する場合は「入力画面へ戻

る」ボタンをクリックします。 

 
 

□□□□□Tips 

「申請」ボタンをクリックした後は、修正できません。添付した PDF 等のファイルも、差
し替えることはできません。 
申請後に修正が必要となった場合は、申請を一度取り下げて修正した後に再度申請しま
す。取下については、69 ページ「2.6 申請を取り下げる」をご参照ください。 

 

  



40 

4申請が提出されると、画面上

部に「申請完了しました」と表

示されます。「申請情報一覧」に

戻ります。 

 

申請直後は、ステータスが「～

受付待ち」と表示されます。 

 
 

以上で、申請の入力、提出が完了しました。 
 
審査状況や審査結果を確認する方法については、75 ページ「3 申請提出後の流れ」をご

参照ください。 
審査後の結果は、メールおよび eMLIT の通知欄に届きます。 
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2.3.2 入力を中断し一時保存する・再開する 
入力した内容を一時保存する手順です。 
 
こまめに一時保存することで、パソコンの不具合等による入力内容の消失を防ぐことが

できます。 
 
 

（1） 入力中の手続を保存し、中断する 
1「申請の詳細」画面の「一時

保存」ボタンをクリックしま

す。 

 

 

2正常に一時保存されると、画

面の上部に「一時保存しまし

た」と表示されます。 

 

 

3入力を中断する場合は、「キャ

ンセル」ボタンをクリックし

て、「申請の詳細」画面を閉じま

す。 
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（2） 保存した手続を開いて、入力を再開する 
1ホーム画面上部の「手続を進

める」をクリックし、表示され

た一覧から「申請履歴・一時保

存の手続から進める」をクリッ

クします。 

 

 

2「申請履歴・一時保存の手

続」画面から、一時保存した申

請の「編集」ボタンをクリック

します。 

 

 

3一時保存した状態の「申請の

詳細」画面が表示され、入力を

再開できます。 
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2.4 申請データの一括登録 
申請情報を一括で登録する手順です。 

CSV ファイルを使用し、手続ごとに複数の申請情報を一括で登録できます。 
また、複数の申請に対し添付ファイルの一括登録もできます。 

※一件ずつ申請データの入力を行う方法については、35 ページ「2.3 申請の提出と一時保
存」をご参照ください。 

 

2.4.1 申請を一括登録する 

（1） 事前準備 

申請データを一括で入力するためには、一括登録用の CSV ファイルの準備が必要です。 
一括登録用の CSV ファイルを作成する手順です。 
 

1出力できる申請データがない

場合は、先に 28 ページ「2.2 申

請を作成する」を参照の上申請

データを新規作成し、一時保存

してください（提出する必要は

ありません）。 

申請項目は手続ごとに異なるた

め、一括登録したい手続を選択

します。 

 

 

2CSV ファイルを出力します。 

出力する方法については、85 ペ

ージ「4.1 申請データを一覧形

式で出力する」をご参照くださ

い。 

 
 

 

□□□□□Tips 

申請内容に明細項目（一覧入力等、表形式の申請項目）が存在する場合、子ファイルが出
力されます。子ファイルには明細項目の内容が記載されます。 
また、複数の明細項目が存在する場合は、子ファイルも複数出力されます。 
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3CSV ファイルを Excel で開き

ます。 

通常の Excel ファイルと同様の

方法で開くと、内容が正しく表

示されない可能性があるため、

開き方については 135 ページ

「補記 1.2.6CSV ファイルを開

く」をご参照ください。 

 

 

4親ファイルを確認・編集します。 

 

登録時に自動採番されるため、

A 列「文書番号」は空欄にしま

す。 

 

※eMLIT に登録済みの文書番号

を入力し、登録した場合、登録

済みの申請内容が上書きされま

す。 

 
 

B 列「紐づけ ID」に任意の文字

列を設定します。 

親ファイルと子ファイルが、同

じ申請であることを紐づける ID

です。 

親子すべてのファイルの「紐づ

け ID」に、同じ文字列を入力し

てください。 

 

※親ファイルのみの場合は入力

不要です。 

 
 

親ファイルの C～AB 列までを確

認します。 

一括登録したい手続であること

と、申請の名義とする経営体の

情報が入力されていることを確

認します。 
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親ファイルの AC 列以降（申請

項目）を確認・編集します。 

申請項目は手続ごとに異なりま

す。登録する手続に基づいた正

しい内容であることをご確認く

ださい。 

 

 

5子ファイルを確認・編集します。 

 

親ファイル同様、登録時に自動

採番されますので、A 列「文書

番号」は空欄にします。 

子ファイルが複数ある場合は、

すべてのファイルに同様の編集

を行ってください。 

  

B 列「紐づけ ID」に、親ファイ

ルで設定した ID と同じ文字列

を入力します。 

 

親ファイルと子ファイルが、同

じ申請であることを紐づける ID

です。 

親子すべてのファイルの「紐づ

け ID」に、同じ文字列を入力し

てください。 

 

【例：子 1 ファイル】 

 

【例：子 2 ファイル】 
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C 列「繰返項番」と D 列「インデックス」は、以下のように値を入力してください。 

 

6編集した CSV ファイルを保存

します。 

通常の保存では内容が変わる可

能性があるため、保存する方法

については 138 ページ「補記

1.2.7CSV ファイルを保存す

る」をご参照ください。 
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（2） 一括登録手順 
1ホーム画面上部の「手続を進

める」をクリックし、表示され

た一覧から「一括登録から進め

る」をクリックします。 

 

 

2「分類を選択」に分類を選択

します。分類が不明な場合は選

択不要です。 

 

 
3「法令名を選択」に対象の手

続の法令名を入力します。法令

名が不明な場合は入力不要で

す。 

「分類」を入力した場合は、絞

り込まれて表示されます。 

 

操作詳細 127 ページ「補記

1.2.1 サーチ機能」 
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4「法令等を選択」に対象の手

続の法令等を入力します。 

 

「分類」「法令名」を入力した場

合は、絞り込まれて表示されま

す。 

 

 
5「手続を選択」に対象の手続

名を選択または入力します。 

 

 

6「申請する年度を選択」に申

請を行う年度を選択します。 

年度の指定がない手続は、年度

に自動で「-」が入力されます。 
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7「次へ」ボタンをクリックし

ます。 

 

 

8申請に必要なファイルをアッ

プロードします。 

 

※添付ファイルアップロードは

この時点では行えません。 

 

操作詳細 133 ページ「補記

1.2.5 ファイルの添付方法」 

 

 

 

表 2-4 一括登録に必要なファイル 

ファイルの種類 説明 

申請情報ファイル 申請年度や分類、経営体の詳細情報（法人名、住所など）が
登録されたデータです。 
事前準備で出力した CSV ファイルの「親」にあたります。 

申請情報（子）ファイル 申請情報が登録されたデータです。 
事前準備で出力した CSV ファイルの「子」にあたります。 

 

□□□□□Tips 

「申請情報ファイル」および「申請情報（子）ファイル」には、CSV ファイルのみアップ
ロード可能です。添付ファイルには、その他のファイル形式もアップロード可能です。 
 
保護がかかったファイルは、登録時にエラーとなる場合があります。ファイルの保護を解
除してからアップロードしてください。 
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9アップロードしたファイル名

が表示されます。 

 

 

10必要なファイルを全てアップ

ロード後、添付ファイルをアッ

プロードする場合、「一時保存状

態で登録」ボタンをクリックし

ます。 

 

そのまま申請を提出する場合、

「申請提出状態で登録」ボタン

をクリックします。 

 

 

11手順 10 で「一時保存状態で

登録」ボタンをクリックした場

合は、「一時取込確認」画面が表

示されます。 

「一時取込」ボタンをクリック

し、手順 13 に進んでくださ

い。 

 

 

12手順 10 で「申請提出状態で

登録」ボタンをクリックした場

合は、「申請確認」画面が表示さ

れます。 

「申請」ボタンをクリックしま

す。 
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13「処理結果」欄に結果が表示

されます。 

 

処理結果の「失敗件数」に数値

がある場合は、52 ページ「（3）

処理が失敗した場合の対応」を

ご参照ください。 

 
14ホーム画面上部の「手続を進

める」をクリックし、表示され

た一覧から「申請履歴・一時保

存の手続から進める」をクリッ

クします。 

 

「申請履歴・一時保存の手続か

ら進める」画面で、一括登録し

たデータを確認します。 

 
 

【手順 10 で「申請提出状態で

登録」ボタンをクリックした場

合】 

ステータス欄に「～受付待ち」

と表示されます。 

 

審査状況や審査結果を確認する

方法については、75 ページ「3

申請提出後の流れ」をご参照く

ださい。 

 

 

【手順 10 で「一時保存状態で

登録」ボタンをクリックした場

合】 

ステータス欄に「申請待ち」と

表示されます。「編集」ボタンを

クリックします。 
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続いて添付ファイルを一括登録する場合、54 ページ「2.4.2 添付ファイルを一括登録す
る」をご参照ください。 

 
入力した申請を提出する方法については、39 ページ「2.3.1（2）申請を提出する」をご

参照ください。 
 
審査状況や審査結果を確認する方法については、75 ページ「3 申請提出後の流れ」をご

参照ください。 
 
 

（3） 処理が失敗した場合の対応 

1 件でも失敗がある場合、アップロードした申請データは登録されません。 
CSV ファイルを修正し、再度アップロードする必要があります。 

1失敗の原因を確認します。 

「エラー内容」ボタンをクリッ

クし、「エラー内容ファイル」を

ダウンロードします。 

 

※「再登録用ファイル」ボタン

をクリックすると、「エラー内容

ファイル」と「再登録用ファイ

ル」が出力されます。 

 
 

※画面上部に複数ファイルのダ

ウンロードについて確認を求め

るメッセージが表示される場合

があります。その場合は「許

可」を選択してください。 
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「エラー内容ファイル」には、

「再登録用ファイル」の修正方

法が出力されます。 

 

【エラー内容ファイル】 

A 列：エラー対象のファイル名 

B 列：エラー対象の行数（先頭

行を除く） 

C 列：エラー内容および修正方

法 

 

 

2エラー内容をもとに、CSV ファイルを修正します。 

 

操作詳細 135 ページ「補記 1.2.6CSV ファイルを開く」、138 ページ「補記 1.2.7CSV ファ

イルを保存する」 

 

3修正した CSV ファイルをアッ

プロードしなおします。 

 

以降の手順は、47 ページ

「（2）一括登録手順」をご参照

ください。 
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2.4.2 添付ファイルを一括登録する 

（1） 事前準備 
1添付ファイルを一括登録した

い申請を、CSV ファイルで出力

します。 

出力する方法については、85 ペ

ージ「4.1 申請データを一覧形

式で出力する」をご参照くださ

い。 

 

 

□□□□□Tips 

申請内容に明細項目（一覧入力等、表形式の申請項目）が存在する場合、子フ
ァイルが出力されます。子ファイルには明細項目の内容が記載されます。 
また、複数の明細項目が存在する場合は、子ファイルも複数出力されます。 

 

2CSV ファイルを Excel で開き

ます。 

通常の Excel ファイルと同様の

方法で開くと、内容が正しく表

示されない可能性があるため、

開き方については 135 ページ

「補記 1.2.6 CSV ファイルを開

く」をご参照ください。 
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3一括登録するファイル名を、以下の手順に従って変更します。 

 

【明細項目外の添付ファイル項目に登録する場合】 

[文書番号]_[項目名].[拡張子] 

例：0000000459_2-1.添付資料.pdf 

 

[文書番号]_[項目名]_[ファイル名].[拡張子] 

例：0000000459_2-1.添付資料_4 月分.pdf 

 

【明細項目内の添付ファイル項目に登録する場合】 

[文書番号]_[項目名]_[繰返項番]_[インデックス].[拡張子] 

例：0000000459_2-1.添付資料_1.pdf 

 

[文書番号]_[項目名]_[繰返項番]_[インデックス]_[ファイル名].[拡張子] 

例：0000000459_2-1.添付資料_1_4 月分.pdf 

 

「文書番号」は、CSV ファイル

の A 列に記載されている番号を

設定します。 

 

例：0000000459 

 

 

「項目名」は、CSV ファイルの

AC 列以降、添付ファイル項目の

箇所に記載されている文言を設

定します。 

 

例：2-1.添付資料 

 

 

「繰返項番」は、子ファイルの番号を設定します。 

例：出力ファイル名が「-_○○法_○○手続_子 1.csv」の場合、「1」 

 

※親ファイルのみの場合は入力不要です。 
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「インデックス」は、明細項目

の行にあたる数字を設定しま

す。 

 

※親ファイルのみの場合は入力

不要です。 

 

 

「ファイル名」は、一つの項目

に複数ファイルをアップロード

する場合、設定します。 

 

※「_（アンダースコア）は使用

できません。 

 
 

 
 

（2） 一括登録手順 
1ホーム画面上部の「手続を進

める」をクリックし、表示され

た一覧から「一括登録から進め

る」をクリックします。 

 

 

2「分類を選択」に分類を選択

します。分類が不明な場合は選

択不要です。 
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3「法令名を選択」に対象の手

続の法令名を入力します。法令

名が不明な場合は入力不要で

す。 

「分類」を入力した場合は、絞

り込まれて表示されます。 

 

操作詳細 127 ページ「補記

1.2.1 サーチ機能」 

 

 
4「法令等を選択」に対象の手

続の法令等を入力します。 

 

「分類」「法令名」を入力した場

合は、絞り込まれて表示されま

す。 

 

 
5「手続を選択」に対象の手続

名を選択または入力します。 
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6「申請する年度を選択」に申

請を行う年度を選択します。 

年度の指定がない手続は、年度

に自動で「-」が入力されます。 

 

 

7「次へ」ボタンをクリックし

ます。 

 

 

8添付ファイルをアップロード

します。 

 

操作詳細 133 ページ「補記

1.2.5 ファイルの添付方法」 
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9添付ファイルをアップロード

すると、「処理結果」欄が表示さ

れます。 

「失敗件数」に数値がある場合

は、「エラー内容」ボタンをクリ

ックすると、エラーの理由を確

認できます。 

 

エラーが発生した場合は、再度

手順 1 から一括登録を行ってく

ださい。 
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2.5 申請に関するお問合せをする 
申請内容に関するお問合せを送信する方法、および回答を確認する方法です。 

※eMLIT の操作や機能についてのお問合せは、192 ページ「6eMLIT についてのお問合せ
をする」をご参照ください。 

※法令等に関するお問合せは、提出先組織のホームページなどをご参照ください。 

 

2.5.1 お問合せを入力・送信する 
申請の提出先に対し、申請内容に関するお問合せを送信する手順です。 
お問合せは、提出済の申請、または提出先を入力した状態で「一時保存」した申請でのみ

行えます。 

※一時保存については、41 ページ「2.3.2 入力を中断し一時保存する・再開する」をご参
照ください。 

 
すでに「申請の詳細」画面を表示している方は、手順 3 へお進みください。 

1ホーム画面上部の「手続を進

める」をクリックし、表示され

た一覧から「申請履歴・一時保

存の手続から進める」をクリッ

クします。 

 

 

2お問合せを行う申請の「編

集」ボタンをクリックします。 

 

 

3「お問合せ・ご連絡」タブを

クリックします。 

 

 

□□□□□Tips 

「提出先（地域名）」に提出先が表示されていない場合は、「お問合せ・ご連絡」タブが表示
されません。提出先の入力手順は、35 ページ「2.3.1（1）申請内容を入力する」をご参
照ください。 
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4「お問合せ新規作成」ボタン

をクリックします。 

申請に関するお問合せの画面が

表示されます。 

 

5お問合せ内容を入力します。 

「タイトル」は 255 文字、「お

問合せ内容」は 1,000 文字まで

入力できます。 

 

 

6必要に応じて添付ファイルを

アップロードします。 

 

操作詳細 133 ページ「補記

1.2.5 ファイルの添付方法」 

 

 

7入力が完了したら、画面下部

の「お問合せ送信」ボタンをク

リックします。 

 
 

8「お問合せ内容確認」画面が

表示されます。 

内容に誤りがないことを確認

し、「送信」ボタンをクリック

します。 
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9画面上部に「お問合せを送信

しました。」と表示されます。 

 

また、ステータスが「対応中」

のお問合せが一覧に追加されま

す。 

  

 

表 2-5 お問合せのステータス 

ステータス 説明 

対応中 お問合せ先が対応中の状態です 

回答済 お問合せ先から回答が返信された状態です。 
eMLIT の通知に「申請お問合せ回答通知」が届き、お問合せの回答内容欄
には回答が記載されています。 

完了 お問合せした方が「解決した」ボタンをクリックした状態です。 
該当のお問合せは完了となります。 
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2.5.2 「お問合せ」の回答を確認する 
送信した申請に関するお問合せに対し、回答が行われると、「申請お問合せ回答通知」が

メールと通知一覧に届きます。 

1ホーム画面の通知一覧から

「申請お問合せ回答通知」の

「詳細」ボタンをクリックしま

す。 

 

2通知内容の URL をクリックし

ます。 

 

 

3「申請の詳細」画面が表示さ

れます。「お問合せ・ご連絡」タ

ブをクリックします。 

 

※未読のお問合せ・ご連絡があ

る場合は、「 」アイコンが表

示されます。 
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4回答を確認したいお問合せの

「詳細」ボタンをクリックしま

す。 

 

 

5画面下部の「回答」欄を確認

します。 

 

ファイルが添付されている場合

は、「添付ファイル」欄の下に表

示されるファイル名をクリック

し、ダウンロードしてくださ

い。 

 

 

6記載された回答内容でお問合

せが解決できた場合、「解決し

た」ボタンをクリックします。 

回答に対し、さらに確認を行う

場合は、手順 8 に進んでくださ

い。 

 

 

7画面上部に「お問合せを解決

しました。」と表示されます。 

ステータスに「完了」と表示さ

れます。 
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8回答に対して、さらに確認を

行う場合は、「再問合せ」ボタン

をクリックします。 

 

 

9「お問合せ内容」を入力し、

「送信」ボタンをクリックしま

す。 

 

 

10「お問合せ内容確認」画面が

表示されます。 

内容を確認し、「送信」ボタンを

クリックします。 

 

 

11画面上部に「再問合せを送信

しました。」と表示されます。 

 

ステータスに「対応中」と表示

されます。 
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2.5.3 受信した「お問合せ」「ご連絡」を確認する 
審査組織から申請に関するお問合せまたはご連絡を受信した場合、「申請お問合せ通知」

が届きます。 

1通知一覧から「申請お問合せ

通知」の「詳細」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

2通知内容の URL をクリックし

ます。 

 

【申請に関するお問合せの場合】 

 
 

【ご連絡の場合】 
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3「申請の詳細」画面が表示さ

れます。「お問合せ・ご連絡」タ

ブをクリックします。 

 

※未読のお問合せ・ご連絡があ

る場合に、「 」アイコンが表

示されます。 

 

 

4確認するお問合せの「詳細」

ボタンをクリックします。 

 

 

5画面下部の「お問合せ内容」

欄を確認します。 

 

ファイルが添付されている場合

は、「添付ファイル」欄の下に表

示されるファイル名をクリック

し、ダウンロードしてくださ

い。 

 

「お問合せ区分」が「お問合

せ」の場合、手順 7 へ進んでく

ださい。 

 

 

6「ご連絡」の場合は、記載さ

れた内容を確認のうえ、「戻る」

ボタンをクリックしてくださ

い。 

 

【ご連絡の場合】 

 



68 

7「回答内容」に、お問合せに

対する回答を入力します。 

 

【お問合せの場合】 

 
8必要に応じて添付ファイルを

アップロードします。 

 

操作詳細 133 ページ「補記

1.2.5 ファイルの添付方法」 

 

 
9入力が完了したら、「回答」ボ

タンをクリックします。 

  

10画面上部に「お問合せを回答

しました。」と表示されます。 

ステータスに「回答済」と表示

されます。 
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2.6 申請を取り下げる 
一度申請した内容は原則、修正することはできませんが、申請の取下を行うことで修正が

可能となります。 
 
取下は、提出した申請がまだ審査受付されていない状態（ステータスが「～受付待ち」）

の場合のみ可能です。 
審査中（ステータスが「～審査中」など）に申請を取りやめたい場合は、60 ページ「2.5.1

お問合せを入力・送信する」をご参照いただき、審査を担当する審査者に申請の差戻を依頼
してください。 

 

2.6.1 申請を一件ずつ取り下げる 
提出した申請を、一件ずつ取り下げる手順です。 
 

※「ステータス」欄が「～受付待ち」の申請のみ取り下げることができます。 
※審査中（ステータスが「～中」）に申請を取りやめたい場合は、60 ページ「2.5.1 お問合

せを入力・送信する」から審査者に申請の差戻を依頼してください。 

1ホーム画面上部の「手続を進

める」をクリックし、表示され

た一覧から「申請履歴・一時保

存の手続から進める」をクリッ

クします。 

 

 

2取り下げたい申請情報の「編

集」ボタンをクリックします。 
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3画面下部の「申請取下」ボタ

ンをクリックします。 

 

 

4確認メッセージが表示されま

す。「取下」ボタンをクリックし

ます。 

 

 
5画面上部に「取り下げまし

た」と表示されます。 

取り下げた申請の「ステータ

ス」欄が「申請待ち」となりま

す。 
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2.6.2 複数の申請を一括で取り下げる 
提出した申請を、一括で取り下げる手順です。 
 

※「ステータス」欄が「～受付待ち」の申請のみ取り下げることができます。 
※審査中（ステータスが「～中」）に申請の取下・修正を行いたい場合は、60 ページ「2.5.1

お問合せを入力・送信する」から審査者に申請の差戻を依頼してください。 

1ホーム画面上部の「手続を進

める」をクリックし、表示され

た一覧から「申請履歴・一時保

存の手続から進める」をクリッ

クします。 

 

 

2取り下げたい申請情報の左側

の「□」にチェックし、「チェッ

クしたものを一括取下」ボタン

をクリックします。 

 

 

3確認メッセージが表示されま

す。「一括取下」ボタンをクリッ

クします。 
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4処理結果を確認し、「閉じる」

ボタンをクリックします。 

 

 
□□□□□Tips 

処理結果の「失敗件数」に数値がある場合は、「エラー内容」ボタンをクリックし、ダウン
ロードされたファイルをご確認ください。 

 

5取り下げた申請の「ステータ

ス」欄が「申請待ち」となりま

す。 
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2.7 下書きや取り下げた申請を削除する 
不要な申請情報を削除する手順です。 
 
ステータスが「～申請待ち」の申請情報は、削除することができます。 
 

※一度提出した申請を削除する場合は、申請の提出を取り下げるか、審査者にお問合せを行
い、申請の差戻を依頼する必要があります。 

それぞれの手順については 69 ページ「2.6 申請を取り下げる」または 60 ページ「2.5.1
お問合せを入力・送信する」をご参照ください。 

 

1ホーム画面上部の「手続を進

める」をクリックし、表示され

た一覧から「申請履歴・一時保

存の手続から進める」をクリッ

クします。 

 

 

2削除したい申請情報の「編

集」ボタンをクリックします。 

 

 

3削除対象の申請情報であるこ

とを確認したうえで、画面下部

の「削除」ボタンをクリックし

ます。 
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4「削除確認」画面が表示され

ます。「削除」ボタンをクリック

します。 

 

※削除した申請データは元に戻

せません。 

 

 

5正常に削除されると、画面上

部に「削除しました」と表示さ

れます。 
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3 申請提出後の流れ 

3.1 審査の状況を確認する 
提出した申請の進捗状況を確認する手順です。 
 

1ホーム画面上部の「手続を進

める」をクリックし、表示され

た一覧から「申請履歴・一時保

存の手続から進める」をクリッ

クします。 

 

 

2「条件を指定して検索する」

をクリックします。 

 

 

3利用したい申請の検索条件を

入力し、「検索」ボタンをクリッ

クします。 

 

※審査完了した申請を検索する

場合、「完了している申請を表示

する」にチェックを入れてくだ

さい。 
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4検索結果の「ステータス」欄

で、申請の進捗状況を確認でき

ます。 

 

 

 

表 3-1 主なステータス 

ステータス 説明 

申請待ち 申請内容を入力して保存した状態。 
このステータスの場合、まだ申請はされていません。 
また、申請の受付前に取り下げを行った場合も、このステータスに
なります。 

（差戻）申請待ち／補正
待ち※ 

申請が差し戻された状態。 
申請内容に何らかの問題があり、差し戻された場合、いずれかのス
テータスになります。 

～受付待ち 申請の受付を待っている状態。 
申請直後は、このステータスになります。 

～審査中 申請の受付が行われた状態（審査中の状態）。 

修正確認待ち※ 審査者が申請内容の修正を行い、申請提出者に修正内容の確認依頼
が行われた状態。 

審査完了※ 申請が承認された状態。 

却下※ 申請が却下された状態。 

※ステータス変化時に通知が届きます。届かない場合は、141 ページ手順 6 または 146
ページ手順 4 のプロフィール設定を確認してください。 
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3.2 提出先から通知が届いた場合 
審査者から、審査結果以外の通知が届くことがあります。 
 
この節では、「申請お問合せ通知」以外について記載しています。「申請お問合せ通知」に

ついてはについては 6063 ページ「2.5.1 お問合せを入力・送信する」をご参照ください。 
 

※「申請お問合せ回答通知」については、6363 ページ「2.5.2「お問合せ」の回答を確認す
る」をご参照ください。 

 

3.2.1 「修正」通知が届いた場合 
申請内容に明らかな誤記や記載漏れ等の軽微な誤りがあり、審査組織にて修正が行われ

た場合、以下のいずれかの通知が届きます。 
 

表 3-2 修正に関する通知 

通知名称 説明 

申請書が修正されました 審査者が修正内容の確認を依頼した場合に届く通知です。 
申請者は内容を確認し、同意するかしないかを回答する必
要があります。 
申請のステータスは「修正確認待ち」と表示されます。 

申請書の修正通知 2 段階以上の審査プロセスがある手続において、1 段階目
の審査組織にて、申請内容が修正され次の審査組織に回さ
れた場合に届く通知です。 
この場合には、同意の回答は行えません。 
申請のステータスは「～受付待ち」や「～審査中」等と表
示されます。 

 
 

（1） 修正された内容を確認する 
1通知一覧から、該当通知の

「詳細」ボタンをクリックしま

す。 

 

 



78 

2通知内容の URL をクリックし

ます。 

 

 
3「申請の詳細」画面が表示さ

れます。「修正履歴」タブをクリ

ックします。 

 

 

4審査者が行った修正について

表示されます。「手続内容」タブ

の申請内容と併せて確認しま

す。 

 

 

「手続内容」タブ下部に「同意しない」「同意」ボタンが表示されている場合、同意するかし

ないかの回答が必要です。 

 

修正内容に同意する場合は 79 ページ「（2）修正内容に同意する場合」へ進んでください。 

修正内容に同意しない場合は 80 ページ「（3）修正内容に同意しない場合」へ進んでくださ

い。 
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（2） 修正内容に同意する場合 
1「手続内容」タブをクリック

します。 

修正内容に同意する場合は、画

面下部の「同意」ボタンをクリ

ックします。 

  

2確認メッセージが表示されま

す。「同意」ボタンをクリックし

ます。 

 

 
3画面上部に「結果を送信しま

した」と表示されます。 

申請のステータスが「～審査

中」の状態になります。 
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（3） 修正内容に同意しない場合 
1「手続内容」タブをクリック

します。修正内容に同意しない

場合は、画面下部の「同意しな

い」ボタンをクリックします。 

 

 

2同意しない理由を入力し、「確

認」ボタンをクリックします。 

 

 

3画面上部に「結果を送信しま

した」と表示されます。 

申請のステータスが「～審査

中」の状態になります。 

 

 

審査組織では、「同意しない」理由の確認と、申請内容の審査が継続して行われます。 
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3.2.2 「差戻」または「補正依頼」通知が届いた場合 
申請内容に不備等があった場合、審査を担当した組織から、申請内容の見直しや修正など

を申請者に依頼する通知が届きます。 
 

表 3-3 差戻または補正依頼に関する通知 

通知名称 説明 

申請書が差戻されました 審査組織が申請内容の見直しを依頼した場合に届く通知で
す。 
申請者は申請を削除することも可能です。 

申請書の補正依頼 2 段階目以降の審査組織が見直しを依頼した場合に届く通知
です。 
申請を修正後、再提出すると、見直しを依頼した組織の審査
から再開されます。 

 

1通知一覧から、該当通知の

「詳細」ボタンをクリックしま

す。 

 

 

2通知内容の URL をクリックし

ます。 

 

 



82 

3「申請の詳細」画面が表示さ

れます。 

一番下にある「差戻・却下事

由」を確認します。 

事由に従い、申請内容を修正し

ます。 

 

 

4申請内容を修正後、「申請（確

認画面へ）」ボタンをクリックし

て再度申請を提出します。 

 

 
5画面上部に「申請完了しまし

た」と表示されます。 

申請のステータスが「～受付待

ち」の状態になります。 

 

 

審査の状況を確認する方法については、75 ページ「3.1 審査の状況を確認する」をご参
照ください。 

 

  



83 

3.2.3 「申請の提出先変更通知」が届いた場合 
「申請の提出先変更通知」は、申請の提出先を誤っており、審査者が正しい提出先に申請

を転送した場合に届く通知です。 
通知のみであり、特に操作する必要はありません。 
 

1ホーム画面の通知一覧から

「申請の提出先変更通知」の

「詳細」ボタンをクリックしま

す。 

 

 

2提出先を変更された申請の情

報が通知内容に表示されます。 

URL をクリックすると、「申請

の詳細」画面が表示されます。 
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3.3 審査の結果を確認する 
提出した申請の審査が完了すると、審査を担当した組織から、承諾または却下の通知が届

きます。 

表 3-4 承諾または却下に関する通知 

通知名称 説明 

手続完了のご連絡 審査組織が申請を承諾した場合に届く通知です。 
審査者が申請を修正したうえで承諾した場合は、その旨が本文に
記載されます。 

却下のご連絡 審査組織が申請を却下した場合に届く通知です。 

 

1ホーム画面の通知一覧から、

該当通知の「詳細」ボタンをク

リックします。 

 

 
2通知内容の URL をクリックす

ると、「申請の詳細」画面が表示

されます。 

 

 
 
手続によっては、承諾後に許可書の発行等が行われます。 
また、却下された申請を再提出することはできません。 
申請をやり直す場合は、却下された申請をコピーすることで、各項目に申請内容が入力さ

れた状態となるため、変更が必要な項目のみ修正し、申請することができます。 
 
詳しくは 32 ページ「2.2.2 過去の申請をコピーして作成する」をご参照ください。 
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4 申請データを出力する 
eMLIT で申請した情報を、csv データ、申請様式や許可証等の帳票形式、あるいは紙に出力す
ることができます。 

 

※各出力手順は、手続によっては使用できない場合があります。出力が可能な手続かを確認
したい場合はコールセンターにお問い合わせください。 

 

4.1 申請データを一覧形式で出力する 
eMLIT に登録されている申請情報を、一覧形式（CSV ファイル）で出力する手順です。 
 
一覧形式での集計作業や、eMLIT で作成している手続の一括登録用ファイルの作成に利

用することができます。 
 
 
以下の中から、出力パターンを選択してください。 
 

 85 ページ【申請を選択して出力する】 
 87 ページ【同じ手続の申請をすべて出力する】 

 
 

【申請を選択して出力する】 

1ホーム画面上部の「手続を進

める」をクリックし、表示され

た一覧から「申請履歴・一時保

存の手続から進める」をクリッ

クします。 
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2「条件を指定して検索する」

をクリックします。 

 

出力したい申請の検索条件を入

力し、「検索」ボタンをクリック

します。 

 

※審査完了した申請を検索する

場合、「完了している申請を表示

する」にチェックを入れてくだ

さい。 

 

 

3出力したい申請の左端の

「□」にチェックを入れ、画面

右下の「チェックしたものを出

力」ボタンをクリックします。 

 

 

□□□□□Tips 

検索結果が複数ページになる場合、ページをまたいでチェックを入れることはできませ
ん。より多くの申請を出力する場合は、1 ページ当たりの表示件数を増やしてください。 

 

続いて、89 ページ【出力したファイルの確認】へお進みください。 
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【同じ手続の申請をすべて出力する】 

1ホーム画面上部の「手続を進

める」をクリックし、表示され

た一覧から「申請履歴・一時保

存の手続から進める」をクリッ

クします。 

 

 

2「条件を指定して検索する」

をクリックします。 

 

出力したい法令等、手続、申請

年度を選択します。 
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3出力したい申請の検索条件を

入力し、「検索」ボタンをクリッ

クします。 

 

※審査完了した申請を検索する

場合、「完了している申請を表示

する」にチェックを入れてくだ

さい。 

 

 

4検索結果を確認のうえ、「申請

情報一括出力」ボタンをクリッ

クします。 

 

※検索結果のすべての申請が一

括出力されます。 

 

 
□□□□□Tips 

検索条件に「法令等」「手続」「申請年度」を入力することでボタンが操作可能になります。 
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【出力したファイルの確認】 

1出力の際、画面上部に複数フ

ァイルのダウンロードについて

確認を求めるメッセージが表示

される場合があります。その場

合は「許可する」を選択してく

ださい。 

 

 
2ダウンロードフォルダに申請

データが保存されていることを

確認します。 

 

 

□□□□□Tips 

申請内容に明細項目（一覧入力等、表形式の申請項目）が存在する場合、子ファイルが出
力されます。子ファイルには明細項目の内容が記載されます。 
また、複数の明細項目が存在する場合は、子ファイルも複数出力されます。 

 
CSV ファイルをエクセルで開く方法およびエクセルで編集した一覧を保存する方法につ

いては、135 ページ「補記 1.2.6CSV ファイルを開く」、138 ページ「補記 1.2.7CSV ファ
イルを保存する」をご参照ください。 
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4.2 申請データを帳票形式（申請様式や
許可証等）で出力する 

eMLIT に登録されている申請情報を、帳票形式で出力する手順です。 
 

※一部の手続のみ利用できる機能です。 

 
 
以下の中から、出力パターンを選択してください。 
 

 90 ページ【申請を１件ずつ出力する】 
 93 ページ【複数の申請を一括出力する】 

 

【申請を１件ずつ出力する】 

1ホーム画面上部の「手続を進

める」をクリックし、表示され

た一覧から「申請履歴・一時保

存の手続から進める」をクリッ

クします。 
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2「条件を指定して検索する」

をクリックします。 

 

出力したい申請の検索条件を入

力し、「検索」ボタンをクリック

します。 

 

※審査完了した申請を検索する

場合、「完了している申請を表示

する」にチェックを入れてくだ

さい。 

 

 

3出力したい申請情報の「編

集」ボタンをクリックします。 

 

 
4画面下部の「帳票出力」ボタ

ンをクリックします。 

 

 

□□□□□Tips 

帳票出力ができない手続は「帳票出力」ボタンが表示されません。 
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5帳票の様式が複数ある場合、

「様式選択」画面が表示されま

す。 

出力する帳票名の左端の「○」

をクリックし、「選択」ボタンを

クリックします。 

 

 

6「出力確認」画面が表示され

ます。「帳票出力」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

7帳票ファイルがダウンロード

されます。 
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【複数の申請を一括出力する】 

1画面右上の「▼」ボタンをク

リックし、表示された一覧から

「マイページ」をクリックしま

す。 

 

 

2「帳票出力」をクリックし、

表示された「帳票を出力する」

をクリックします。 

 

 
3出力したい帳票の情報を入力

し、「検索」ボタンをクリックし

ます。 

 

 

4出力する帳票名の左端の

「○」をクリックします。 
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5帳票出力する申請をさらに絞

り込む場合は、画面下部の条件

を入力します。 

 

 

 

表 4-1 絞り込み条件 

 項目 説明 

① 文書番号 文書番号が一致する申請情報が帳票出力されます。 

② 法人名/屋号 法人名/屋号が一致する申請情報が帳票出力されます。 

③ 申請年月日（開始） 
申請年月日（終了） 

開始から終了に入力した期間の申請情報が帳票出力され
ます。 

④ 

手続固有項目 

「＋」「－」 項目を追加・削除できます。 

項目名 項目名を選択します。入力欄をクリックするとプルダウ
ンから選択できます。 

項目値 「項目名」で選択した項目の値を入力します。 

 

6「帳票出力」ボタンをクリッ

クします。 

 

 
7確認メッセージが表示されま

す。「帳票出力」ボタンをクリッ

クします。 
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8画面上部に「ダウンロードが

完了しました。」と表示されま

す。 

 

ダウンロードフォルダにファイ

ルが保存されていることを確認

します。 

 

 

 

□□□□□Tips 

帳票データの作成処理に時間がかかる場合 
帳票データの作成処理に 30 秒以上かかる場合、画面上部に、「帳票出力に時間が掛かって
います。ダウンロード URL は後で通知しますので、続けてご利用ください。」と表示され
ます。 
eMLIT は、続けて操作していただくことが可能です。 
 
帳票データの作成処理が完了すると、「帳票ファイルダウンロード URL のお知らせ」とい
う通知がメールおよび eMLIT の通知欄に届きます。 
通知内容の URL をクリックし、帳票データをダウンロードしてください。 
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4.3 「申請の詳細」画面を印刷する 
eMLIT 上で表示される「申請の詳細」画面をそのまま印刷する手順です。 
 

1ホーム画面上部の「手続を進

める」をクリックし、表示され

た一覧から「申請履歴・一時保

存の手続から進める」をクリッ

クします。 

 

 

2「条件を指定して検索する」

をクリックします。 

 

印刷したい申請の検索条件を入

力し、「検索」ボタンをクリック

します。 

 

※審査完了した申請を検索する

場合、「完了している申請を表示

する」にチェックを入れてくだ

さい。 

 

 

3検索結果から、印刷したい申

請の「編集」ボタンをクリック

します。 

 
 

4画面下部にある「印刷」ボタ

ンをクリックします。 

印刷オプション画面が表示され

ます。 
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【Google Chrome の場合】 

「詳細設定」から「背景のグラ

フィック」にチェックを入れ、

印刷してください。 

 

 

【Microsoft Edge の場合】 

「その他の設定」から「背景の

グラフィックス」にチェックを

入れ、印刷してください。 

 

 

 

  



98 

4.4 申請の添付ファイルのみを一括でダ
ウンロードする 

申請の添付ファイルを一括出力する手順です。 
 

1ホーム画面上部の「手続を進

める」をクリックし、表示され

た一覧から「申請履歴・一時保

存の手続から進める」をクリッ

クします。 

 

 

2「条件を指定して検索する」

をクリックします。 

 

印刷したい申請の検索条件を入

力し、「検索」ボタンをクリック

します。 

 

※審査完了した申請を検索する

場合、「完了している申請を表示

する」にチェックを入れてくだ

さい。 

 

 

3検索結果から、出力したい申

請の右側にある「編集」ボタン

をクリックします。 
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4画面下部にある「添付ファイ

ル一括ダウンロード」ボタンを

クリックします。 

 

 
□□□□□Tips 

添付ファイルがない申請は「添付ファイル一括ダウンロード」ボタンが表示されません。 

 

5確認メッセージが表示されま

す。「添付ファイルダウンロー

ド」ボタンをクリックします。 

 

 

6ダウンロードフォルダに添付

ファイル（ZIP ファイル）が保

存されていることを確認しま

す。 
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5 代理申請 

5.1 代理申請とは 
（1） 代理申請とは 

申請は、申請者が自ら行うほか、行政書士・弁護士等の代理申請者に委任し、代わりに申
請してもらうこともできます。これを代理申請といいます。 

代理申請者は、自身のアカウントで eMLIT にログインし、申請者に代わって、申請内容
の入力や申請・審査結果に関する対応を行います。 

 
なお、代理申請の契約等につきましては、事前に申請者と代理申請者との間で行ってくだ

さい。 
 
代理申請は、2 通りの実施方法があります。 
代理申請を証明する項目（※）がある手続で代理申請をしたい場合は、以下①②のいずれ

かの対応が可能です。項目が無い手続の場合、②の方法のみとなります。 

※申請者との関係、申請者の氏名、事業者名等の申請項目や書類添付がある手続 

① 代理申請者が申請の入力時に、申請項目に従って代理申請を証明する項目を入力する 
 
② 下記以降の手順を参照し、eMLIT 上で代理申請の委任・受任を行い、申請時に「代理

経営体情報」を選択または代理申請タスクから申請を行う 
 
 

（2） 代理申請の委任・受任 

第三者が無断で代理申請を行うことを防ぐため、eMLIT 上で代理申請の委任・受任の操
作を行います。 

※申請者、代理申請者ともに G ビズ ID プライムアカウントを取得しておく必要がありま
す。 

 

まず申請者にて任意の代理申請者へ代理申請依頼を発信（委任）します。次に代理申請者
は受け取った通知を「承諾」し、受任します。 

申請画面で「代理経営体情報」の選択が可能となります。申請者の経営体を選択し、申請
を行います。 

審査結果等については、申請者と代理申請者の双方に通知されます。  
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5.2 代理申請者に申請を委任する 
「代理申請者」に対して、申請を委任する手順です。 
なお、事前に申請者と代理申請者との間で代理申請の契約等を交わしておく必要があり

ます。 
 

1画面右上の「▼」ボタンをク

リックし、表示された一覧から

「マイページ」をクリックしま

す。 

 

 

2マイページ画面左側の「代理

申請の委任」をクリックし、表

示された「代理申請を委任す

る」をクリックします。 

 

 
3「委任先の検索」ボタンをク

リックします。 
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4検索条件に代理申請者の経営

体情報を入力し、「検索」ボタン

をクリックします。 

 

代理申請依頼を受け付ける設定

を有効にしていない経営体は、

検索にヒットしません。 

 

□□□□□Tips 

検索条件の「法令等」を指定して検索すると、その法令等を委任されたことがある経営体
が絞り込まれて表示されます。 

 

5委任先経営体の「○」をクリ

ックし、「選択」ボタンをクリッ

クします。 

 

 

6「委任先の検索」ボタンの下

に、選択した経営体の情報が表

示されます。 
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7「法令等」の入力欄をクリッ

クし、代理申請者に申請を依頼

する法令等をクリックします。 

 

 

8契約期間を設定します。 

 

操作詳細 128 ページ「補記

1.2.2 カレンダー入力機能」 

 

 

9代理申請者への情報閲覧許可

／不許可を設定します。 
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10「委任依頼」ボタンをクリッ

クします。 

 

 
11確認メッセージが表示されま

す。内容を確認し、「申請を委任

する」ボタンをクリックしま

す。 

 
 

12画面上部に「保存しました」

と表示されます。 

  

13「マイページ」画面左側の

「代理申請の委任」から「代理

申請の委任一覧」をクリックし

ます。 
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14「代理申請の委任一覧」に委

任した経営体が表示されます。 

ステータスは「承諾待ち」とな

ります。 

 

 

この時点では、代理申請者に依頼をしている状態であり、代理申請の登録は完了していま
せん。代理申請者には、「代理申請の依頼」が通知されます。 

代理申請者が依頼を承諾すると、「代理申請の結果のお知らせ」が届きます。 
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5.3 行政書士・弁護士等の代理申請者が
代理申請を行う 

行政書士・弁護士等の代理申請者が、代理申請を行う操作です。 
 

5.3.1 代理申請者の機能を有効化する 
代理申請者が申請者からの代理申請依頼を受け付けるためには、代理申請者の機能を有

効化する必要があります。機能の有効化は、「経営体プロフィール」画面にて行います。 
 
代理申請者の機能を有効化した場合、eMLIT 上で法人名/屋号、代表者名、市町村名が公

開されます。 
 

1「経営体プロフィール詳細」

画面にて「プロフィール設定」

の「代理申請者の機能を利用す

る」のチェックを有効に変更し

てください。 

 

操作詳細 143 ページ「補記 2.2

経営体プロフィール」 

 

 

2設定の変更後、「経営体プロフ

ィール詳細」画面の「保存」ボ

タンをクリックし、設定を保存

してください。 
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5.3.2 代理申請者が申請の委任を受ける 
代理申請者は、代理申請の委任を受ける（以下、「受任」という。）ことができます。 
自身に依頼された代理申請を確認する手順および申請委任タスクとして登録する手順で

す。 
 

（1） 代理申請者が申請の委任を受ける 

代理申請者が、eMLIT 上で代理申請を受任する手順です。 
なお、事前に申請者と代理申請者との間で代理申請の契約等を交わしておく必要があり

ます。 

1ホーム画面の通知一覧から

「代理申請の依頼」の「詳細」

ボタンをクリックします。 

 

 

2事前に代理申請の契約等を交

わした依頼元からの依頼である

ことを確認し、「承諾」ボタンを

クリックします。 

代理申請の契約等を行った覚え

のない依頼の場合は、「不承諾」

ボタンをクリックします。 

 

※回答は依頼元に通知されま

す。 

 

※身に覚えのない通知の場合

は、「通報」ボタンをクリックし

てください。運用事業者に通知

されます。 
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3「マイページ」画面左側の

「代理申請の受任」をクリック

し、表示された「代理申請の受

任一覧」をクリックします。 

 

 

4代理申請の依頼を承諾した場

合、依頼元のステータスが「承

諾」になっていることを確認し

ます。 

不承諾とした場合、ステータス

が「不承諾」になります。 

 

 

5依頼元が「経営体プロフィー

ルの閲覧を許可する」を許可に

していた場合、依頼元の経営体

プロフィールを閲覧できます。 

閲覧するには右にスクロールを

して「詳細」ボタンをクリック

します。 

 

 

6依頼元が「過去申請の閲覧を

許可する」を許可にしていた場

合、依頼元が提出した過去の申

請内容を閲覧できます。 
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（2） 「申請委任タスク」を作成する 

代理申請の依頼元の経営体を「申請委任タスク」で管理し、代理申請作業を複数の構成員
で分担する方法です。 

 
この機能を使用すると、各手続に関する通知は割り当てられた構成員（以下「担当者」と

いう。）にのみ送付され、同じ経営体であっても担当者と管理者以外は手続を閲覧・編集で
きません。 

複数の申請委任を受け、経営体内で担当者が複数いる場合等にご活用ください。 
 

※受任した申請をタスクとして管理し、分担して代理申請をする場合は、担当者のアカウン
トを経営体の構成員として追加する必要があります。 

 

1画面右上の「▼」ボタンをク

リックし、表示された一覧から

「マイページ」をクリックしま

す。 

 

 

2「代理申請の受任」をクリッ

クし、表示された「代理申請の

タスクを割当する」をクリック

します。 

 

 
3代理申請タスクの情報を入力

します。 

 

操作詳細 128 ページ「補記

1.2.2 カレンダー入力機能」 
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4「委任元の経営体選択」ボタ

ンをクリックします。 

 

 
5分担したい行の左端の「○」

をクリックし、「選択」ボタンを

クリックします。 

 

 
6「委任元の経営体」欄に、選

択した情報が表示されます。確

認し、「保存」ボタンをクリック

します。 

 

 

7画面上部に「保存しました」

と表示されます。 

 

※経営体の構成員が 1 人の場合

でも、必ずこのあとの操作を行

ってください。 
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8作成したタスクに担当者を割

り当てます。 

代理申請タスクの一覧にて、対

象タスクの「編集」ボタンをク

リックします。 

 

 

9担当者欄の「担当者の追加」

ボタンをクリックします。 

 

 

10タスクを担当する経営体の構

成員を選び、「選択」ボタンをク

リックします。 

 

 

11担当者欄に、選択した担当者

が表示されていることを確認し

「保存」ボタンをクリックしま

す。 
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5.3.3 代理申請を行う 
代理申請を行う方法は以下の 2 通りです。 
 

（1） 申請の詳細画面にて「別名義で申請」を行う 

通常どおり申請を作成し、「別名義で申請」で委任元の経営体を選択する方法です。 
手順の詳細は 28 ページ「2.2 申請を作成する」をご参照ください。 
 
 

（2） 「申請委任タスク一覧」から申請を行う 

「申請委任タスク」に登録されている手続を申請する手順です。 
 

1画面右上の「▼」ボタンをク

リックし、表示された一覧から

「マイページ」をクリックしま

す。 

 

 

2「代理申請の受任」をクリッ

クし、表示された「代理申請タ

スクの一覧」をクリックしま

す。 
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3作業したい代理申請タスクの

「編集」ボタンをクリックしま

す。 

 

 

4「手続」欄に、代理申請可能

な手続が表示されます。 

申請したい手続の「新規」ボタ

ンをクリックします。 

 

 

5「申請の詳細」画面が表示さ

れます。 

 

申請の入力・提出方法について

は 35 ページ「2.3 申請の提出

と一時保存」をご参照くださ

い。 

 

 

□□□□□Tips 

この機能で作成した申請の「経営体情報」には依頼元の経営体名義が表示され、「代理経
営体情報」には代理申請者の経営体が表示されます。 
そのため、「別名義で申請」の操作を行う必要はありません。 
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6代理申請後は「手続」欄に申

請件数が表示されます。 

 

また、「申請履歴」欄に情報が

表示され、「編集」ボタンをク

リックすると「申請の詳細」画

面に遷移します。 
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5.4 代理申請を解除する 
5.4.1 代理申請者への委任を解除する 

代理申請者への申請委任を解除する手順です。 
依頼元が代理関係を解除した場合、代理申請者にはメールと通知が送付されます。 

※代理申請者から代理申請を解除することはできません。 

 

1画面右上の「▼」ボタンをク

リックし、表示された一覧から

「マイページ」をクリックしま

す。 

 

 

2「代理申請の委任」をクリッ

クし、表示された「代理申請の

委任一覧」をクリックします。 

 

 

3代理申請を解除したい代理申

請者の「○」をクリックし、

「委任の解除」ボタンをクリッ

クします。 

 

 

4確認メッセージが表示されま

す。内容を確認し、「解除」ボ

タンをクリックします。 
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5画面上部に「委任を解除しま

した」と表示されます。 

 

※代理申請者には、「代理申請

の委任解除のお知らせ」が通知

されます。 

 

 

代理申請の委任一覧の「解除

日」に解除が行われた日が表示

されます。 
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5.4.2 代理申請者が委任の解除を確認する 
代理申請者が、代理申請が解除されたことを確認する手順です。 
 

1ホーム画面の通知一覧から

「代理申請の委任解除のお知ら

せ」の「詳細」ボタンをクリッ

クします。 

 

 

2通知内容が表示されます。 

 

 
3「マイページ」画面左側の

「代理申請の受任」をクリック

します。 

「代理申請の受任一覧」をクリ

ックします。 
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4代理経営体一覧の「解除日」

に解除が行われた日が表示され

ています。 
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補記1 画面の基本操作 

 ホーム画面の見方 
ログイン直後およびホーム画面における、各機能の操作方法を説明します。 
 

 ヘッダー・フッター 
eMLIT（申請者用）のホーム画面上部および下部について説明します。 

 
表 5-1 ヘッダー・フッターの凡例 

 項目 説明 

① お困りの場合 eMLIT の操作マニュアル、コールセンターへの
お問合せ先が掲載されています。 

② アカウント情報 経営体名、申請者名、アカウント種別が表示され
ます。▼ボタンをクリックするとさらに選択肢
が表示されます。 
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 項目 説明 

③ 手続を探す eMLIT で申請できる手続を探すことができま
す。 

④ 手続を進める 申請履歴の確認および一時保存やお気に入りし
た手続を進めることができます。CSV ファイル
を使用して申請を一括登録することもできま
す。 

➄ フッター eMLIT の各コンテンツページへのリンクです。 
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 通知 
各種通知を確認できます。 
 
開いていない通知は、左端に「●」が表示されます。 
投稿から 1 週間以内の通知は、「新着」欄に「New」と表示されます。 
 

※141 ページ手順 6 または 146 ページ手順 4 のプロフィール設定を行っていれば、申請者
情報に登録したメールアドレス宛にも同様の通知が届きます。 

 

1画面上部の「 」をクリック

し、ホーム画面を表示します。 

 

 

2「通知一覧へ」をクリックし

ます。 

 

 

3確認したい通知の「詳細」ボ

タンをクリックします。 
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4通知の内容が表示されます。 

 

通知内容に URL が含まれている

場合、URL をクリックすると該

当の申請内容を表示できます。 
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 お知らせ 
お知らせには、eMLIT の利用者に向けて、システムメンテナンス情報や電子申請受付開

始のお知らせ等が表示されます。 
 

※ログイン前ページの下部でも、お知らせを確認できます。 

 

1画面上部の「 」をクリック

し、ホーム画面を表示します。 

 

 

2確認したいお知らせの「詳

細」ボタンをクリックします。 

 

 
3お知らせの内容が表示されま

す。 

 

ファイルが添付されている場合

は、「添付ファイル」欄の下に表

示されるファイル名をクリック

し、ダウンロードしてくださ

い。 
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 ダッシュボード 
ダッシュボードとは、ログインしているアカウントにおける申請履歴を元にグラフを表

示するツールです。 
 
 

(1) ダッシュボードを見る 

ダッシュボードに表示される内容です。 
 

表 5-2 ダッシュボードに表示される内容 

項目名 説明 

ステータス別の申請件数 最新ステータスごとに、申請情報の件数を集計します。 

 

「ステータス別の申請件数」を

確認できます。 

 

 

 
 

(2) 詳細を表示する 
1グラフエリアをクリックしま

す。 
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2グラフが拡大表示されます。 

「レポートの表示」ボタンで詳

細情報の表示、「更新」ボタンで

最新の情報に更新します。 

 

 
3「レポートの表示」ボタンを

クリックした場合、詳細情報を

確認できます。 

 

 

 

表 5-3 詳細情報画面の凡例 

 ボタン 説明 

①  レポートテーブルを検索 表内の情報を検索します。 

②  グラフを切り替え グラフを切り替えます。 

③  条件 条件を選択します。 

④  更新 更新します。 

⑤  表示 表の項目を操作できます。 
「 」表示状態です。 
「 」非表示状態です。 
「 」操作不可能な状態です。 
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 共通操作 
eMLIT の各画面で共通の操作についてご案内いたします。 
 
補記 1.2.1 サーチ機能 
補記 1.2.2 カレンダー入力機能 
補記 1.2.3 表示順番の並べ替え【PC のみ】 
補記 1.2.4 文字を折り返して全体を表示、列幅の変更【PC のみ】 
補記 1.2.5 ファイルの添付方法 
補記 1.2.6 CSV ファイルを開く 
補記 1.2.7 CSV ファイルを保存する 
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 サーチ機能 

(1) 概要 

「 」ボタンがある入力欄をクリックすると、一覧が表示されます。 
一覧から該当する項目を選択できるほか、選択したい項目の一部を入力し、項目を絞り込

むことができます。 
 
 

(2) 操作方法 
1入力欄をクリックし、表示さ

れた一覧から、該当項目をクリ

ックします。 

 

 

2入力欄に項目名の一部、また

は全部を入力して一覧に表示す

る項目を絞り込むことができま

す。 

 

例：「山」と入力すると、「山」

が含まれるものが絞り込んで表

示されます。 
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 カレンダー入力機能 

(1) 概要 

日付を入力する項目は、「 」ボタンをクリックして表示されるカレンダーから該当する
日付を選択できます。 

 
 

(2) 操作方法 
1日付項目の右側にある「 」

ボタンをクリックします。 

  

2表示されたカレンダーから、

該当の日付をクリックします。 
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3指定したい年月が異なる場合

は、カレンダー上部の「◀▶」

ボタン、または「 」ボタンを

クリックし、表示年月を変更し

ます。 

 

 

4入力項目をクリックして、直

接日付を手入力することもでき

ます。 

 

例：2024 年 9 月 1 日の場合 

「2024/09/01」または「2024/9/1」と入力 
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 表示順番の並べ替え【PC のみ】 

(1) 概要 

一覧の各項目名をクリックすると、情報の表示順番の並べ替えができます。 

↑ 昇順 

↓ 降順 

 
 

(2) 操作方法 
1並べ替えたい項目名をクリッ

クします。 

 

 

2クリックした項目に「↑」が

表示され、昇順に並びます。 

 

 

3降順に並べ替える場合は、再

度項目名をクリックします。 
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 文字を折り返して全体を表示、列幅の変更
【PC のみ】 

(1) 概要 

一覧の文字表示方法を以下の 2 通りから選択できます。また、表の列の幅を広げたり、
狭くしたりすることができます。 

テキストを折り返し 折り返して全ての文字を表示 

テキストを切り詰め 幅に合わせて文字を表示 
（幅に収まらない文字を切捨て表示） 

※標準設定は「テキストを切り詰め」です。 

 
 

(2) 操作方法 

【項目名の表示方法を切り替える】 

1一覧の各項目名の右側にある

「 」ボタンをクリックし、表

示される一覧から表示方法をク

リックします。 

 

 
2「テキストを折り返し」を選

択すると、対象項目の列内の幅

に収まるように文字を折り返し

て表示します。 

 

 
3「テキストを切り詰め」を選

択すると、対象項目の列内の幅

に収まらない文字を切り捨てて

表示します。 
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【列幅を操作する】 

4項目の境界線をクリックしま

す。 

 

 

5項目の境界線をクリックした

まま広げたい位置まで移動しま

す。 

 

 

6項目列の幅を変更することが

できます。 
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 ファイルの添付方法 

(1) 概要 

PDF 等の文書ファイルや写真、スキャナでスキャンした画像ファイル等をアップロード
します。 

 

※添付ファイルの上限は 1 ファイル当たり 100MB です。 
※各入力項目において、アップロードできるファイル形式が制限されている場合がありま

す。詳しくは各入力項目における操作手順等をご確認ください。 

表 5-4 アップロードできるファイル形式 

ファイル形式 ファイルの拡張子 

Microsoft Excel 形式 xls, xlsx, xlsm 

Microsoft Word 形式 doc, docx, docm 

Microsoft PowerPoint 形式 ppt, pptx, pptm 

Microsoft Visio 形式 vsdx, vsdm 

テキスト形式 txt, csv, rtf 

PDF 形式 Pdf 

画像形式 bmp, gif, wmf, emf, png, jpg, jpeg, tif, tiff 

図面形式 dwg, dxf, jww, p21, sfc 

メール形式 eml 

圧縮形式 zip（※） 

一太郎形式 jtd, jtdc 

 
 

(2) 操作方法 
1「ファイルをアップロード」

ボタンをクリックします。 

 

 

項目名の右側にある「i」にカー

ソルを合わせると、アップロー

ドできるファイルサイズ、形式

等が表示されます。 

 

※項目によって表示される情報

は異なります。 
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2ファイルを選択する画面が開

きます。 

アップロードするファイルを選

択し、「開く」をクリックしま

す。 

 

※ご利用の端末やブラウザによ

りアップロード方法・表示は異

なります。 

 
 

PC では「またはファイルをドロ

ップ」欄にファイルをドロップ

して、アップロードすることも

できます。 

 
 

3ファイルのアップロードが完

了すると、「X ファイルのうち X

ファイルがアップロードされま

した」と表示されます。 

 

「完了」ボタンまたは「×」ボ

タンをクリックしてアップロー

ド画面を閉じてください。 

 

 

4アップロードしたファイルを

削除する場合は、ファイル名の

右横の「削除」をクリックして

ください。 

  

 

  



135 

 CSV ファイルを開く 

(1) 概要 

Excel で CSV ファイルを開く手順です。 
 
ダウンロードしたファイルをダブルクリック等で開くと、内容が変わってしまう場合が

ありますので、以下の手順で開いてください。 
例：通常の Excel ファイルと同様の方法で開くと、「00234」のような数字の「0」で始

まる値は、先頭の 0 が削除され「234」になります。 
 
 

(2) 操作方法 
1Excel を開いて、「データ」タ

ブの「データの取得と変換」グ

ループにある「テキストまたは

CSV から」をクリックします。 

 
2対象のファイルを選択し、「イ

ンポート」をクリックします。 

 

3「データの変換」をクリック

します。 
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4Power Query エディターが開

きます。 

ヘッダーに Column と表示され

ている場合は、「1 行目をヘッダ

ーとして使用」をクリックしま

す。 

 

5すべてのセルのデータ型を

「テキスト」に変換します。

Ctrl キーを押しながら A キーを

押し、すべてのセルを選択しま

す。選択されたセルは緑色にな

ります。 

 

6ホームタブまたは変換タブの

データ型をクリックします。 

表示されるプルダウンから「テ

キスト」をクリックします。 

 
7「列タイプの変更」が表示さ

れます。「現在のものを置換」を

クリックします。 

 

8すべてのデータがテキスト型

に変換されます。 

先頭が「0」から始まるデータ

がある場合、正しく表示されて

いることを確認します。 

（例：文書番号） 
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9「ホーム」タブの「閉じて読

み込む」をクリックします。 

 

 

10Excel では、テーブルとして

読み込まれます。 

 

 
開いた CSV ファイルの編集方法については、それぞれの手順に従ってください。 
 
編集したファイルを保存する際も同様に、自動で先頭の「0」が消えないよう設定する必

要があります。 
ファイルを保存する方法については、138 ページ「補記 1.2.7 CSV ファイルを保存する」

をご参照ください。 
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 CSV ファイルを保存する 

(1) 概要 

eMLIT に使用するために編集したファイルを CSV 形式で保存する手順です。 
内容が変わってしまう場合がありますので、以下の手順で保存してください。 
例：通常の Excel ファイルと同様の方法で保存すると、「00234」のような数字の「0」

で始まる値は、先頭の 0 が削除され「234」になります。 
 
編集のためにファイルを開く方法については、135 ページ「補記 1.2.6 CSV ファイルを

開く」をご参照ください。 
 

※ダウンロードしたファイルをダブルクリック等で開くと、内容が変わってしまう場合が
あります。 

 
 

(2) 操作方法 
1「ファイル」タブの「名前を

付けて保存」をクリックしま

す。 

「その他の場所」の「参照」を

クリックします。 
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2「ファイルの種類」のプルダ

ウンを開き、「CSV UTF-8(コン

マ区切り)」を選択します。 

 

 

3任意のファイル名を付け、「保

存」をクリックします。 
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補記2 プロフィール設定 

 個人プロフィール 
eMLIT に登録された申請者個人の情報を確認する手順です。 
eMLIT アカウントでログインしている場合、情報を変更できます。 
 

□□□□□Tips 

G ビズ ID でログインしている場合 
次の項目は、初期状態では未登録です。必要に応じて入力してください（入力は任意です）。 
・性別 
・携帯電話番号 
 
上記以外の項目は、eMLIT では変更できません。G ビズ ID の Web サイトで変更してく
ださい。変更後、eMLIT へログインすると、自動的に変更が適用されます。 
 
G ビズ ID の Web サイト：https://gbiz-id.go.jp/top/index.html 

 

1画面右上の「▼」ボタンをク

リックし、表示された一覧から

「マイページ」をクリックしま

す。 

 

 

2「個人プロフィール」の 

「確認・編集」ボタンをクリッ

クします。 
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3「個人プロフィール詳細」画

面が表示されます。必要に応じ

て、各項目を変更してくださ

い。 

背景が灰色の項目は変更できま

せん。 

 

 

4「プロフィール設定」を確認

します。 

ボタンが有効になっている場

合、申請の差戻および承諾等、

申請に係るメールを受信する設

定が有効になっています。 

受信しない場合はボタンをクリ

ックし、無効にします。 

 

※無効に設定しても、eMLIT の

通知欄には通知が届きます。 

 

 

5G ビズ ID でログインしている

場合、「経営体情報」を確認でき

ます。 

 

 

6変更が完了したら、画面下部

の「保存」ボタンをクリック

し、変更内容を保存します。 
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7確認メッセージが表示されま

す。内容を確認の上、「保存」ボ

タンをクリックします。 

 

 

8画面上部に「保存しました」

と表示されます。 

  

□□□□□Tips 

メールアドレスを変更した場合、変更後のメールアドレスに確認メールが送信されます。
メール本文に記載の URL をクリックすると、メールアドレスの変更が登録されます。 
次回以降のログインの際は、変更後メールアドレスをご使用ください。 
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 経営体プロフィール 
eMLIT に登録された経営体情報を確認する手順です。 
 

※構成員区分「一般」のユーザは、閲覧のみ可能です。 
※eMLIT アカウントの場合、経営体プロフィールは表示されません。 

 
なお、G ビズ ID でログインしている経営体の代表者が変更になる場合は、159 ページ

「補記 2.4 法人の代表者が交代する場合の対応」をご参照ください。 
 

□□□□□Tips 

以下の項目は、初期状態では未登録です。申請を作成する前に入力してください。 
・法人名/屋号、氏名 カナ 
・郵便番号 
・代表者性別 
・電話番号（代表） 
 
また、以下の項目の入力は任意です。 
・FAX 番号（代表） 
・メールアドレス（代表） 
 
上記以外の項目は、eMLIT では変更できません。G ビズ ID の Web サイトで変更してく
ださい。変更後、eMLIT へログインすると、自動的に変更が適用されます。 
 
G ビズ ID の Web サイト：https://gbiz-id.go.jp/top/index.html 

 

1画面右上の「▼」ボタンをク

リックし、表示された一覧から

「マイページ」をクリックしま

す。 
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2「マイページ」画面左側の

「経営体プロフィール」をクリ

ックし、表示された「確認・編

集」をクリックします。 

 

 

3「経営体プロフィール詳細」

画面が表示されます。必要に応

じて、各項目を変更してくださ

い。 

背景が灰色の項目は変更できま

せん。 

 

※「法人名/屋号、氏名 カナ」

「郵便番号」「代表者性別」「電

話番号（代表）」は申請を行う前

に必ず入力してください。 
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4「最新の G ビズ ID 情報と比

較」ボタンをクリックすると、

eMLIT と G ビズ ID の登録情報

を比較できます。 

 

※法人の場合、「gBizINFO が保

有する届出認定情報を取得」ボ

タンも表示されます。 

 
 

eMLIT と G ビズ ID の登録情報

が表示されます。 

 

確認後は、「戻る」ボタンをクリ

ックします。 

 

 
5「申請履歴」には、この経営

体名義で提出した申請が表示さ

れます。 

 

確認したい申請の右端にある

「詳細」ボタンをクリックする

と、「申請の詳細」画面が開き、

申請情報を印刷することができ

ます。 

 

操作詳細 96 ページ「4.3「申請

の詳細」画面を印刷する」 

 
 

□□□□□Tips 

申請履歴に表示している各項目（申請年度、法令等、手続、ステータス）は「申請情報一
覧」の表示内容と同様です。 
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6「プロフィール設定」を確認

します。 

 

 

 

表 5-5 「プロフィール設定」の項目 

項目 説明 

代理申請者の機能を利用する 行政書士・弁護士等の代理申請者が、代理申請依頼を受け
付ける場合に有効にします。 
※有効にした場合は、法人名/屋号、代表者名、住所（都
道府県および市町村）が、eMLIT 上で他の申請者に公開
されます。 

グループ申請の参加依頼を許可
する 

グループ申請を行う場合は設定を有効にします。 
※有効にした場合は、法人名/屋号、代表者名、住所（都
道府県および市町村）が eMLIT 上で他の申請者に公開さ
れます。 
※グループとして申請できない手続もあります。 

 

  



147 

7「構成員情報」は、この経営

体に所属している構成員の一覧

を確認できます。 

 

経営体の構成員に関する招待・

脱退、区分変更などの操作につ

いては、150 ページ「補記 2.3

経営体の構成員についての操作

をする」をご参照ください。 

 

 

□□□□□Tips 

「構成員区分」について 
「構成員区分」には、以下のうちいずれかの区分が表示されます。 
・管理者 
・副管理者 
・一般 
・無効 
 
eMLIT に最初にログインしたアカウントが経営体の「管理者」となります。 
 
ただし、管理者が G ビズ ID メンバーまたは G ビズ ID エントリーの場合、後からログイ
ンした G ビズ ID プライムのアカウントが経営体の「管理者」となります（G ビズ ID メ
ンバーまたは G ビズ ID エントリーのアカウントは自動で「副管理者」となります）。 
 
構成員区分が「一般」のアカウントは、申請の提出はできません（一時保存のみ可能です）。 

「副管理者」に変更することで、申請の提出が可能となります。 
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8構成員区分を変更する場合、

行の右端にある「▼」ボタンを

クリックします。 

表示された候補から、変更後の

区分をクリックします。 

 

例：「副管理者に変更」を選択 

 

 

9画面上部に「構成員区分を'副

管理者'に変更しました。」と表

示されます。変更後の構成員区

分が表示されます。 

 

権限を変更した構成員には、「構

成員区分の変更のお知らせ」が

通知されます。 

 

 

10「台帳情報」は、経営体名義

で提出した申請が台帳に紐づい

ている場合、台帳名が表示され

ます。 

 

詳細を確認する場合は、「詳細」

ボタンをクリックします。 

 

※台帳情報の内容を変更するこ

とはできません。 
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11変更が完了したら、画面下部

の「保存」ボタンをクリック

し、変更内容を保存します。 

 

 

12画面上部に「保存しました」

と表示されます。 

 

経営体の構成員に、「経営体情報

の修正のお知らせ」が通知され

ます。 
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 経営体の構成員についての操
作をする 

他の経営体に所属するアカウントを、自分の経営体の構成員として招待できます。 
経営体への招待や招待後の操作方法をご案内いたします。 
 

 構成員を経営体へ招待する／参加する 
経営体に構成員を招待する手順、および招待が届いた場合の返答手順です。 
 

※招待される側も G ビズ ID アカウントを取得している必要があります。 

 
 

(1) 構成員を招待する 
1画面右上の「▼」ボタンをク

リックし、表示された一覧から

「マイページ」をクリックしま

す。 

 

 

2「経営体プロフィール」をク

リックし、表示された「確認・

編集」をクリックします。 
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3画面をスクロールし、「構成員

情報」の「構成員の招待」ボタ

ンをクリックします。 

 

 

4招待するアカウントのメール

アドレスを入力後「構成員の招

待」ボタンをクリックします。 

 

 

□□□□□Tips 

事前に相手方のメールアドレスを控えておく必要があります。 
 
eMLIT に登録されていないメールアドレスを入力した場合は、エラーメッセージが表示
されます。 

 

5メールアドレスを確認後「構

成員の招待」ボタンをクリック

します。 
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6画面上部に「構成員の招待通

知を送信しました」と表示され

ます。 

 
 

 
この時点では、参加依頼をしている状態であり、経営体への参加は完了していません。招

待先の構成員には、「経営体への参加依頼」が通知されます。 
 
回答が行われると、「経営体への招待結果のお知らせ」が届きます。 

※「経営体への招待結果のお知らせ」は経営体の管理者および副管理者に対して送信されま
す。 

 
 

(2) 「経営体への参加依頼」に返答する 

他の経営体から招待を受けた場合の返答手順です。 
 

1ホーム画面の通知一覧から

「経営体への参加依頼」の「詳

細」ボタンをクリックします。 

 

 
2経営体へ参加する場合は「参

加」ボタンをクリックします。 

参加しない場合は「不参加」ボ

タンをクリックします。 

 

※回答は招待を行った方へ通知

されます。 

 

※身に覚えのない通知の場合

は、「通報」ボタンをクリックし

てください。コールセンターに

通知されます。 
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 利用する経営体を切り替える 
別の経営体を主体として操作を行うために、経営体を切り替える手順です。 
 
経営体の招待を受けた場合は複数の経営体に所属しますが、ログイン直後は自身の経営

体が選択された状態となります。別の経営体を主体として操作を行う場合は、経営体を切り
替える必要があります。 

 
自身の経営体と招待された経営体を同一の画面で扱うと煩雑になるため、他の経営体で

申請する場合には、経営体を切り替える仕様になっています。複数の経営体に所属している
場合は、どちらの経営体で操作しているか確認し、操作してください。 

 

1画面右上の「▼」ボタンをク

リックし、表示された一覧から

「マイページ」をクリックしま

す。 

 

 

2「経営体プロフィール」をク

リックし、「経営体の切り替え」

をクリックします。 

 

 

3表示された一覧から経営体を

選択します。 
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4経営体が切り替わり、「経営体

プロフィール」に、選択中の経

営体情報が表示されます。 

【切替前の経営体情報一覧】 

 

 

【切替後の経営体情報一覧】 
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 構成員を経営体から外す 
経営体の管理者および副管理者は、別の経営体から参加している構成員を経営体から外

すことができます。 
経営体から外れた構成員は、所属していた経営体に関する情報や申請情報の参照ができ

なくなります。 
 

1画面右上の「▼」ボタンをク

リックし、表示された一覧から

「マイページ」をクリックしま

す。 

 

 

2「経営体プロフィール」をク

リックし、表示された「確認・

編集」をクリックします。 

 

 

3画面をスクロールし、「構成員

情報」を表示します。 

経営体から外したい構成員の右

端にある「▼」ボタンをクリッ

クし、「経営体から外す」をクリ

ックします。 
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4確認メッセージが表示されま

す。内容を確認の上、「経営体か

ら外す」ボタンをクリックしま

す。 

 

※本人への同意確認を行わずに

経営体から外されます。 

 

 

5画面上部に「対象の構成員を

経営体から外しました」と表示

されます。 

 

対象者には「経営体の脱退のお

知らせ」が通知されます。 
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 構成員が自ら参加した経営体から脱退する 
複数の経営体に所属している構成員は、自らの意思で経営体から脱退できます。 
脱退した場合、経営体に関する情報や申請情報の参照ができなくなります。 
 

※脱退する場合、事前に「経営体の切替」にて脱退する経営体へ切り替えておく必要があり
ます。153 ページ「補記 2.3.2 利用する経営体を切り替える」をご参照ください。 

 

1画面右上の「▼」ボタンをク

リックし、表示された一覧から

「マイページ」をクリックしま

す。 

 

 

2「経営体プロフィール」をク

リックし、表示された「確認・

編集」をクリックします。 

 

 

3該当の経営体であることを確

認し、画面下部の「経営体から

脱退」ボタンをクリックしま

す。 
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4確認メッセージが表示されま

す。内容を確認の上、「経営体か

ら脱退」ボタンをクリックしま

す。 

 

 

5画面上部に「経営体から脱退

しました。」と表示され、経営体

が切り替わります。 

 

※脱退したことは、経営体の管

理者および副管理者に通知され

ます。 
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 法人の代表者が交代する場合
の対応 

法人の代表者が交代する場合の対応手順です。 
 

1G ビズ ID プライムを保有している法人の代表者が交代する場合は、新しい代表者が G ビ

ズ ID プライムアカウントを取得し、マイページから同一法人番号のアカウント情報を承継

してください。 

詳しい操作は G ビズ ID の Web サイトをご参照ください。 

※個人事業主はアカウント情報を承継できません。 

 

【参考：G ビズ ID の FAQ】 

https://gbiz-id.go.jp/top/faq/faq.html 

4-3．G ビズ ID プライムを保有していますが、代表者が交代することとなりました。どうす

ればいいですか？ 

 

2eMLIT 上で、前の代表者名義で申請していた申請情報を新しい代表者のアカウントに紐付

けます。 

 

以下のいずれかの方法で、コールセンターへご連絡をお願いします。 

①Web フォームでのご連絡 

195 ページ「6.2Web フォームでお問合せする」を参照し、eMLIT のお問合せ機能で代表者

の交代についてご入力の上、お問合せを送信してください。 

 

②お電話でのご連絡 

201 ページ「6.3 電話でお問合せする」に記載の電話番号をご確認の上、ご連絡をお願いし

ます。 
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補記3 グループで申請する 

 グループ申請とは 
グループ申請とは、複数の経営体を束ねた「グループ」を作成し、グループ名義で申請を

行う機能です。 

※2024 年 10 月 28 日時点で、グループ申請を利用できる手続はありません。 

 
 

(1) グループを作成するための条件 

G ビズ ID プライムおよびメンバーのアカウントでのみグループを作成できます。 
 
グループ作成の詳細については、166 ページ「補記 3.3.1(1)グループの新規作成」をご

参照ください。 
 
G ビズ ID エントリーおよび eMLIT アカウントではグループの作成ができませんが、グ

ループからの招待を承諾することで、参加することができます。 
 
 

(2) グループへの招待・参加 

グループ機能を利用する際には、グループ代表経営体が参加する経営体を招待します。 
 
招待を受けた経営体が、招待を「承諾」するとグループに参加できます。 
グループへの招待と参加は、eMLIT 上で行います。 

 

 
なお、グループ機能を利用する際は、経営体同士で事前に合意確認を行ってください。 
グループへの招待・参加については、169 ページ「補記 3.3.1(2)グループへ経営体を招

待する」および 171 ページ「補記 3.3.1(3)招待を受けた経営体がグループに参加する」を
ご参照ください。 
  



161 

(3) グループに参加するための準備 

グループの招待を受け付けるためには、グループ申請の機能を有効化する必要がありま
す。機能の有効化は、「経営体プロフィール詳細」画面にて行います。 

※有効化はグループの招待を受ける経営体が行います。 

 

グループ申請の機能を有効化す

る場合は、「経営体プロフィール

詳細」画面にて「プロフィール

設定」の「グループ申請の参加

依頼を許可する」のチェックを

有効に変更してください。 

 

詳細については、143 ページ

「補記 2.2 経営体プロフィー

ル」をご参照ください。 

 
 
 

(4) グループ申請の権限 

グループに参加すると、経営体に権限が設定されます。 
 
権限は以下の 3 種類があります。 
 
・代表 
・副代表 
・一般 
 
 
申請の作成・提出ができるのはグループ権限が「代表」の経営体のみです。 
 
各権限において使用できる機能については、185 ページ「補記 3.3.6 グループの操作権

限について」をご参照ください。 
 
 
最初にグループを作成したアカウントの経営体は、グループの「代表」となります。 
 
その後参加した経営体の権限は、参加時点で「一般」となります。 
 
権限の変更も可能です。詳細については、173 ページ「補記 3.3.2 グループの代表権限

を別の経営体に譲渡する」および 175 ページ「補記 3.3.3 グループに参加している経営体
の権限を変更する」をご参照ください。 
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グループ権限を確認する手順です。 
 

1画面右上の「▼」ボタンをク

リックし、表示された一覧から

「マイページ」をクリックしま

す。 

 

 

2「グループ申請の管理」をク

リックし、表示された「申請グ

ループの一覧」をクリックしま

す。 

 

 

3対象のグループの「詳細」ボ

タンをクリックします。 
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4「経営体一覧」に参加してい

る経営体が表示されます。「権

限」欄で権限を確認できます。 
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 グループで申請を提出する 
グループ名義で申請を提出する手順です。 
 
申請の作成・提出ができるのはグループ権限が「代表」の経営体のみです。 
 
作成した申請はグループに参加している他の経営体も閲覧できます。詳細は 185 ページ

「補記 3.3.6 グループの操作権限について」をご参照ください。 
 

1対象の手続を作成します。 

 

手続の作成方法については、28

ページ「2.2 申請を作成する」

をご参照ください。 

 

 
2経営体情報欄内にある「別名

義で申請」をクリックします。 

 

 

3画面左端の「○」をクリック

して「選択」ボタンをクリック

します。 

 

 

□□□□□Tips 

以下の 3 つの条件を満たすグループのみ表示されます。 
 
① 自身の経営体がグループの代表経営体であること 
② 手続がグループ申請の受付を許可する設定であること 
③ 手続と自身の経営体が所属するグループの「グループ種別」が一致すること 
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4グループの詳細を確認する場

合は、「グループ詳細」ボタンを

クリックします。 

 

 

5確認後は「戻る」ボタンをク

リックします。 

 

 

6申請内容を入力し、提出しま

す。 
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 グループについての操作 
 グループの新規作成・経営体の参加 

グループを新規作成する手順と、グループに他の経営体を招待する手順です。 
 
 

(1) グループの新規作成 
1画面右上の「▼」ボタンをク

リックし、表示された一覧から

「マイページ」をクリックしま

す。 

 

 

2「グループ申請の管理」をク

リックし、表示された「申請グ

ループを作成する」をクリック

します。 

 

 

3「グループ名」を入力しま

す。 

 

※重複した名称を設定すること

はできません。 
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4「グループ種別」をクリック

し、表示された一覧から該当す

るグループ種別を選択します。 

 

 

 

表 5-6 グループ種別 

グループ種別 説明 

継続型 ・複数の手続で繰り返し使用することができます。 
・継続型によるグループ申請の受付を許可している手続のみで使用でき
ます。 
・1 件でも申請中の手続が存在する場合は、グループに関する機能（経営
体の招待、グループからの脱退等）は使用できません。全ての申請中の手
続が完了した後、使用可能となります。 
・後から参加した経営体は、過去の審査完了済みのグループ申請を閲覧す
ることができます。 
・グループ参加中に審査完了した申請は、脱退後も閲覧することができま
す。 

単回型 ・一つの手続で一度のみ使用することができます。 
・単回型によるグループ申請の受付を許可している手続のみで使用でき
ます。 
・1 件でもグループ申請を行った後は、グループに関する機能（経営体の
招待、グループからの脱退等）は使用できません。 

 
 

5「グループ概要」にグループ

の概要や、目的等を入力してく

ださい。 

 

 



168 

6「作成」ボタンをクリックし

ます。 

 

 

7画面上部に「保存しました」

と表示されます。 

「経営体一覧」に、参加してい

る経営体の情報が表示されま

す。 

 

グループを作成した経営体の権

限は、「代表」となります。 

 

 

8「キャンセル」ボタンをクリ

ックして「申請グループ詳細」

画面を閉じます。 

「申請グループの一覧」画面に

作成したグループが表示されま

す。 
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(2) グループへ経営体を招待する 

グループへ経営体を招待できるのは、グループの代表経営体および副代表経営体のみで
す。 

 

1「申請グループの一覧」画面

にて、対象のグループの「詳

細」ボタンをクリックします。 

 

 

2画面中央部の「経営体の招

待」にある「経営体選択」ボタ

ンをクリックします。 

 

 
3検索条件に招待したい経営体

の情報を入力し、「検索」ボタン

をクリックします。 

 

 

□□□□□Tips 

招待したい経営体が「グループ申請の機能」を有効にしている場合のみ表示されます。表
示されない場合は、「グループ申請の機能」を有効にするよう連絡してください。 
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4招待したい経営体の「○」を

クリックし、「決定」ボタンをク

リックします。 

 

 
5「経営体選択」ボタンの下

に、選択した経営体の情報が表

示されます。 

「グループに招待」ボタンをク

リックします。 

 

※複数の経営体を招待する場合

は、再度「経営体選択」ボタン

をクリックし、「経営体情報検

索」画面で選択してください。 

 

 

6画面上部に「正常に招待しま

した」と表示され、招待した経

営体が経営体一覧に表示されま

す。 

招待した経営体のステータスは

「参加待ち」となります。 

 

 
この時点では、参加依頼をしている状態であり、グループへの参加は完了していません。

招待先の経営体には、「グループ参加依頼」が通知されます。 
 
回答が行われると、「グループ招待結果のお知らせ」が届きます。 

※各通知は経営体の管理者および副管理者に対して送信されます。 
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(3) 招待を受けた経営体がグループに参加する 

メールおよび eMLIT の通知欄に、「グループ参加依頼」が届いた方は、以下の手順を実施
してください。 

 

1ホーム画面の通知一覧から

「グループ参加依頼」の「詳

細」ボタンをクリックします。 

 

 
2事前にグループ申請の合意確

認を行った申請者からの依頼で

あることを確認し、「参加」ボタ

ンをクリックします。 

受けない場合は「不参加」ボタ

ンをクリックします。 

 

※回答は招待を行った方へ通知

されます。 

 

※身に覚えのない通知の場合

は、「通報」ボタンをクリックし

てください。運用事業者に通知

されます。 

 

 
3画面右上の「▼」ボタンをク

リックし、表示された一覧から

「マイページ」をクリックしま

す。 
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4「グループ申請の管理」をク

リックし、表示された「申請グ

ループの一覧」をクリックしま

す。 

 

 

5「参加」を選択した場合は

「申請グループの一覧」に、グ

ループが表示されます。 

 

グループの詳細を確認する場合

は、確認したいグループ名の

「詳細」ボタンをクリックしま

す。 

 
 

6「申請グループ詳細」画面の

経営体一覧に、自身の経営体が

追加されていることを確認しま

す。 

 

※グループに参加した時点の権

限は「一般」となります。 
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 グループの代表権限を別の経営体に譲渡す
る 

グループの代表経営体および副代表経営体は、グループに参加している経営体の権限を
変更することができます。 

グループの操作権限については、185 ページ「補記 3.3.6 グループの操作権限について」
をご参照ください。 

 

※以下の場合は、この操作を行えません。 

・グループ種別が継続型で、申請中の手続が存在する場合 
・グループ種別が単回型で、グループ申請を行った場合 
 

1画面右上の「▼」ボタンをク

リックし、表示された一覧から

「マイページ」をクリックしま

す。 

 

 

2「グループ申請の管理」をク

リックし、表示された「申請グ

ループの一覧」をクリックしま

す。 

 

 

3対象のグループの「詳細」ボ

タンをクリックします。 
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4「グループ詳細」画面が表示

されます。 

「経営体一覧」に表示されてい

る経営体のうち、権限を変更し

たい経営体の「▼」ボタンをク

リックし、「副代表に権限変更」

または「一般に権限変更」を選

択します。 

 

例：一般に権限変更 

 

 

5画面上部に「正常に権限を変

更しました」と表示されます。 

 

権限を変更した経営体の「権

限」欄で、変更後の権限が表示

されていることを確認します。 
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 グループに参加している経営体の権限を変
更する 

グループの代表権限を別の経営体に譲渡する手順です。 
 
代表権限を持つ経営体が、グループ内の別の経営体に代表就任を要請します。 
要請を受けた経営体が「承諾」すると、代表権限が譲渡されます。 
代表就任を要請した経営体は「副代表」となります。 
 

※以下の場合は、この操作を行えません。 

・グループ種別が継続型で、申請中の手続が存在する場合 
・グループ種別が単回型で、グループ申請を行った場合 
 
 

(1) 「代表就任を要請」する 

代表就任を要請できるのは、グループの代表経営体のみです。 
 

1画面右上の「▼」ボタンをク

リックし、表示された一覧から

「マイページ」をクリックしま

す。 

 

 

2「グループ申請の管理」をク

リックし、表示された「申請グ

ループの一覧」をクリックしま

す。 
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3対象のグループの「詳細」ボ

タンをクリックします。 

 

 

4権限を変更したい経営体の

「▼」ボタンをクリックし、「代

表就任を要請」を選択します。 

 

 

5ダイアログが表示されます。

内容を確認のうえ、「代表就任を

要請」ボタンをクリックしま

す。 

 

 

6画面上部に「正常に代表就任

を要請しました」と表示されま

す。ステータスが「参加（代表

就任を要請：承諾待ち）」となり

ます。 

 

 

 
この時点では、権限譲渡を要請している状態であり、譲渡は完了していません。権限譲渡

を要請された経営体には、「権限変更依頼」が通知されます。 
 
回答が行われると、「権限変更依頼結果のお知らせ」が届きます。 

※「権限変更依頼結果のお知らせ」は経営体の管理者および副管理者に対して通知されます。 
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(2) 「権限変更依頼」に返答する 

メールおよび eMLIT の通知欄に、「権限変更依頼」が届いた方は、以下の手順を実施して
ください。 

 

1ホーム画面の通知一覧から

「権限変更依頼」の「詳細」ボ

タンをクリックします。 

 

 

2代表就任の要請を受ける場合

は「承諾」ボタンをクリックし

ます。 

受けない場合は「不承諾」ボタ

ンをクリックします。 

 

※回答は、要請を行った方へ通

知されます。 

 

 

3承諾した場合、「申請グループ

の一覧」画面の「代表者の法人

名/屋号」が更新されます。 
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また、「申請グループ詳細」画面

の「経営体一覧」に表示されて

いる行の「権限」欄も「代表」

に更新されます。 
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 グループから経営体を外す／脱退する 
グループに参加している経営体を外す手順と、自らの意思でグループから脱退する手順

です。 
グループ参加中に審査が完了した申請は、脱退後も閲覧できます。 
 

※以下の場合は、この操作を行えません。 

・グループ種別が継続型で、申請中の手続が存在する場合 
・グループ種別が単回型で、グループ申請を行った場合 
 
 

(1) 参加している経営体をグループから外す 

グループの代表経営体および副代表経営体は、グループに参加している経営体を外すこ
とができます。 

※代表経営体をグループから外すことはできません。 

 

1画面右上の「▼」ボタンをク

リックし、表示された一覧から

「マイページ」をクリックしま

す。 

 

 

2「グループ申請の管理」をク

リックし、表示された「申請グ

ループの一覧」をクリックしま

す。 
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3対象のグループの「詳細」ボ

タンをクリックします。 

 

 

4グループから外したい経営体

の「▼」ボタンをクリックし、

「グループから外す」を選択し

ます。 

 

 

5確認メッセージが表示されま

す。内容を確認の上、「グループ

から外す」ボタンをクリックし

ます。 

 

 

6画面上部に「正常にグループ

から外しました」と表示されま

す。 

対象者には、「脱退のお知らせ」

が通知されます。 
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(2) グループから脱退する 

代表経営体以外は、グループから脱退することができます。 
 

※代表経営体がグループから脱退する場合は、事前に代表権限を他の経営体に譲渡する必
要があります。 

 

1画面右上の「▼」ボタンをク

リックし、表示された一覧から

「マイページ」をクリックしま

す。 

 

 

2「グループ申請の管理」をク

リックし、表示された「申請グ

ループを作成する」をクリック

します。 

 

 

3画面下部の「グループから脱

退」ボタンをクリックします。 
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4確認メッセージが表示されま

す。内容を確認の上、「脱退す

る」ボタンをクリックします。 

 

 

5画面上部に「正常に脱退しま

した」と表示されます。 

 

※脱退したことは、グループの

代表経営体および副代表経営体

に通知されます。 
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 グループを削除する 
代表経営体がグループを削除する手順です。 
 

※以下の場合は、この操作を行えません。 

・グループ申請が行われている場合（一時保存を含む） 
 

1画面右上の「▼」ボタンをク

リックし、表示された一覧から

「マイページ」をクリックしま

す。 

 

 

2「グループ申請の管理」をク

リックし、表示された「申請グ

ループの一覧」をクリックしま

す。 

 

 

3対象のグループの「詳細」ボ

タンをクリックします。 

 

 



184 

4削除対象のグループであるか

確認し、「グループ削除」ボタン

をクリックします。 

 

 
5確認メッセージが表示されま

す。「グループ削除」ボタンをク

リックします。 

  

6画面上部に「正常に削除しま

した」と表示されます。 

「グループ一覧」から対象のグ

ループが削除されます。 
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 グループの操作権限について 
グループに関する機能は、各アカウントの権限（グループ権限、構成員区分、eMLIT 種

別）により、使用できる範囲・通知先が異なります。 
 
それぞれの使用可能範囲について、以下の 3 つの表に記載します。 
 
 

(1) グループ機能の使用可能範囲 

グループの機能と、使用可能なアカウントの権限について、以下の表に記載します。 

※経営体種別が「G ビズ ID エントリー」および「eMLIT アカウント」の場合は、「一般」
の列をご覧ください。 

 

表 5-7 グループ機能の使用可能範囲 

○：使用可能 ✕：使用不可能 

機能 

「代表」権限 「副代表」権限 「一般」権限 

管理者／ 
副管理者 

一般 管理者／ 
副管理者 

一般 管理者／ 
副管理者 

一般 

グループの新規作成 ○ ✕ ―（グループ作成者が代表となる） 

グループへの招待 ○ ✕ ○ ✕ ✕ ✕ 

グループへの招待に対する回答 
（参加/不参加） 

✕ ✕ ○ ✕ ○ ✕ 

グループの閲覧 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

グループの更新 ○ ✕ ○ ✕ ✕ ✕ 

参加経営体の権限変更 ○ ✕ ○ ✕ ✕ ✕ 

代表就任の要請 ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 

代表就任の要請に対する回答 
（承諾/不承諾） 

✕ ✕ ○ ✕ ○ ✕ 

自ら脱退する ✕ ✕ ○ ✕ ○ ✕ 

グループから外す ○ ✕ ○ ✕ ✕ ✕ 

グループの削除 ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 
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(2) グループ申請の使用可能範囲 

グループの申請操作と、使用可能なアカウントの権限について、以下の表に記載します。 

※経営体種別が「G ビズ ID エントリー」および「eMLIT アカウント」の場合は、「一般」
の列をご覧ください。 

 

表 5-8 グループ申請の使用可能範囲 

○：使用可能 ✕：使用不可能 

機能 

「代表」権限 「副代表」権限 「一般」権限 

管理者／ 
副管理者 

一般 管理者／ 
副管理者 

一般 管理者／ 
副管理者 

一般 

申請の作成 ○ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ 

申請の提出 ○ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ 

申請の一時保存 ○ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ 

申請の閲覧 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

申請の取下 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

申請の修正確認 
（同意・同意しない） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

申請に関するお問合せ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

申請の帳票出力 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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(3) グループ機能・申請の通知範囲 

グループに参加している経営体には、グループに関する通知も届きます。 
通知の種類と受信するアカウントの権限について、以下の表に記載します。 
 

表 5-9 グループ機能・申請の通知範囲 

○：通知あり ✕：通知なし 

通知の種類 

「代表」権限 「副代表」権限 「一般」権限 

管理者／ 
副管理者 

一般 管理者／ 
副管理者 

一般 管理者／ 
副管理者 

一般 

グループ招待通知 ―（招待された経営体の管理者/副管理者に通知） 

グループ招待結果通知 ○ ✕ ○ ✕ ✕ ✕ 

グループ権限変更依頼通知 ✕ ✕ ○ 
※ 

✕ ○ 
※ 

✕ 

グループ権限変更依頼結果通
知 

○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 

グループ脱退処理の通知 ○ ✕ ○ ✕ ✕ ✕ 

グループから外す処理の通知 ✕ ✕ ○ 
※ 

✕ ○ 
※ 

✕ 

申請の承諾結果通知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

申請の差戻通知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

申請の修正通知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

申請の却下通知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

申請のお問合せ回答通知 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

※対象の経営体にのみ通知が届きます。 
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5.5 よくあるご質問と回答 
eMLIT について 

質問 回答 

eMLIT の概要を知りたい 以下のサイトをご覧ください。 
eMLIT TOP>初めての方へ 
https://e.mlit.go.jp/PortalLogin 

自分のスマートフォン・PC で eMLIT
が使えるか確認したい 

以下のサイトをご覧ください。 
ページ下部に「動作保証環境」の記載があります。 
https://e.mlit.go.jp 

アカウントについて 

質問 回答 

過去にアカウントを取得しているか
確認したい 

アカウントの引継ぎをお試しください。 
eMLIT に登録があるメールアドレスの場合、エラーが
表示されます。 
参考 13 ページ「1.1.4 システム切替前のアカウントを
引き継ぐ」 
 

アカウントをロックされた 
 

パスワードをリセットしてください。 
参考 21 ページ「1.3 パスワードを忘れた場合の対応」 
 

パスワードを忘れてしまった 
 

パスワードをリセットしてください。 
参考 21 ページ「1.3 パスワードを忘れた場合の対応」 
 

誤ってアカウントを 2 つ作成し、それ
ぞれで申請を行った。1 つのアカウン
トにこれまでの申請情報を集約した
い。 
 

コールセンターにお問合せください。 
※G ビズ ID 同士を集約することはできません。 
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メールについて 

質問 回答 

eMLIT からのメールが届かない 以下をご確認ください。 
①迷惑メールフォルダや削除フォルダに振り分けられ
ていないこと 
②登録したメールアドレスが合っていること 
③eMLIT からのメール受信設定をオフにしていないこ
と 
参考 140 ページ「補記 2.1 個人プロフィール」 
 
上記を確認しても問題が解決しない場合、eMLIT のコ
ールセンターにお問合せください。 
 

ログイン時に認証コードが届かない ご利用の環境によって、認証コード通知メールの受信
まで時間を要する場合があります。 
10 分以上届かない場合は、「再送信」をクリックして
ください。 
 

メールに記載されている URL をクリ
ックすると、Internet Explorer が起
動してしまい、うまく操作が行えない 

デフォルトに設定しているブラウザを、Microsoft 
Edge 等に変更してください。 
または、メールの URL をコピーし、Microsoft Edge 等
の、eMLIT が利用できるブラウザのアドレスバーに貼
り付けてください。 
 

「【eMLIT】eMLIT アカウント情報登録
画面 URL のお知らせ」に記載されて
いる URL を開くとエラーが出る 
 

メールに記載の有効期限をご確認ください。 
期限が切れている場合は、改めて eMLIT アカウントの
取得を行ってください。 
参考 9 ページ「1.1.3eMLIT アカウントを取得する」 
 

申請について 

質問 回答 

申請したい手続が見当たらない コールコールセンターにお問い合わせください。 
参考 192 ページ「6eMLIT についてのお問合せをする」 
 

国土交通省が所管する事業・補助金制
度について問い合わせたい 
 

国土交通省の HP をご確認ください。 
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質問 回答 

申請の提出先について、プルダウンよ
り細かい組織を指定したい 
例）プルダウン：東京都庁 
希望する提出先：東京都庁水政課 
 

システム上で、審査担当の課に届くように設定されて
いますので、提出先の部署を指定しなくとも、正しい
部署に提出されます。 

提出先の組織が表示されない・選択で
きない 
 

提出先の組織にお問い合わせください。 

申請情報が消えた 申請作成中にブラウザバックや再読み込みを行うと、
それまでの入力が全て破棄されます。「一時保存」をご
活用ください。 
参考 41 ページ「2.3.2 入力を中断し一時保存する・再
開する」 
 

「構成員」とはなにか 経営体を構成する申請者です。 
構成員には「管理者」「副管理者」「一般」の区分があり
ます。 

「管理者」「副管理者」は、申請の提出や構成員の管理
を行うことができます。 
参考 143 ページ「補記 2.2 経営体プロフィール」 
 

申請を提出する前に、申請内容に問題
がないか確認したい 

提出前に、審査組織にお問合せを行うことができます。 
作成中の申請を一時保存し、その後審査組織にお問合
せを行ってください。 
参考 41 ページ「2.3.2 入力を中断し一時保存する・再
開する」、60 ページ「2.5.1 お問合せを入力・送信す
る」 
 

審査が進まない・完了しない 該当の申請から、審査者に対しお問合せを行ってくだ
さい。 
参考 60 ページ「2.5.1 お問合せを入力・送信する」 
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eMLIT の操作について 

質問 回答 

eMLIT の操作について問い合わせた
い 

eMLIT にログインすると、Web フォームからのお問合
せが可能です。 
以下のサイトをご覧ください。 
TOP>お困りの場合>あなたのお問合せ一覧 
https://e.mlit.go.jp/s/otoiawaseList 
参考 192 ページ「6eMLIT についてのお問合せをする」 
 

ファイルダウンロード時にメッセー
ジが表示され、ダウンロードできない 

ブラウザのポップアップブロック機能により、ファイ
ルダウンロードがブロックされている可能性がありま
す。ポップアップを許可し、再度ダウンロードを行っ
てください。 
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6 eMLIT についてのお問合せ

をする 

6.1 お問合せの前に 
FAQ では、eMLIT に多く寄せられるお問合せと回答を記載しております。 
お問合せの前にご確認ください。 
 
eMLIT の操作や機能に関するお問合せは、eMLIT 上の専用 Web フォームで受け付けて

おります。回答をメールおよび eMLIT の通知欄で受け取ることができます。 
Web フォームでのお問合せの他、電話でも受付しております。 
 

※申請に関するお問合せについては、60 ページ「2.5.1 お問合せを入力・送信する」をご
参照ください。 

※法令等に関するお問合せについては、提出先組織のホームページなどをご参照ください。 

 
 

【FAQ の閲覧方法】 

FAQ では、eMLIT に多く寄せられるお問合せと回答を記載しております。 
 

1画面上部の「お困りの場合」

をクリックします。 

 

2「よくあるご質問（FAQ）」を

クリックします。 
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3「カテゴリ」や「申請名やキ

ーワードで検索する」を入力し

検索すると、FAQ を絞り込むこ

とができます。 

 

4確認したい FAQ の「詳細」ボ

タンをクリックします。 

 

5「回答」欄を確認します。 
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6回答内容に対するアンケート

を入力し「送信」ボタンをクリ

ックします。 

 

※アンケートは任意です。「一覧

へ戻る」をクリックすると「よ

くあるご質問（FAQ）」画面へ戻

ります。 

 
7アンケートに回答した場合、

画面上部に「アンケートのご協

力ありがとうございました」と

表示され、「よくあるご質問

（FAQ）」画面へ戻ります。 
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6.2 Web フォームでお問合せする 
（1） お問合せを送信する 

Web フォームから、eMLIT の操作や機能に関するお問合せを送信する手順です。 

1画面上部の「お困りの場合」

をクリックします。 

 

 

2「Web フォームでお問合せ」

をクリックします。 

 

 
3「お問合せ」ボタンをクリッ

クします。 
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4「お問合せ元情報」を確認し

ます。 

個人プロフィールで登録されて

いる内容が自動で入力されま

す。変更する場合は直接入力し

てください。 

 

 

□□□□□Tips 

「連絡先電話番号」「連絡先メールアドレス」は、お問合せ内容に関する確認等が届く可能
性があります。いずれかが入力されていれば問題ありません。 

 

5「お問合せ内容」を入力し、

必要なファイルをアップロード

します。 

 

操作詳細 133 ページ「補記

1.2.5 ファイルの添付方法」 

 

 
6入力が完了したら、画面下部

の「送信」ボタンをクリックし

ます。 
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7お問合せが正常に送信される

と、画面上部に「お問合せを送

信しました。」と表示されます。 

 

ステータスが「受付待」のお問

合せが一覧に追加されます。 

 

 
 

表 6-1 お問合せのステータス 

ステータス 説明 

受付待 お問合せを送信し、コールセンターでの受付を待っている状態です。 
「再問合せ」をした場合も同じ状態となります。 

対応中 コールセンターがお問合せに対応中の状態です。 

回答済 コールセンターから回答が返信された状態です。 
eMLIT の通知に「照会回答通知」が届き、お問合せの回答内容欄には
回答が記載されています。 

完了 お問合せ元が「解決した」ボタンをクリックした状態です。 
該当のお問合せは完了となります。 
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（2） 回答を確認する（お問い合わせ通知） 

Web フォームで送信したお問合せに対する回答の確認手順です。 

1ホーム画面の通知一覧から

「お問合せ回答通知」の「詳

細」ボタンをクリックします。 

 

 

2通知内容の URL をクリックし

ます。 

 

 

3下にスクロールし、「回答」欄

を確認します。 

 

ファイルが添付されている場合

は、「添付ファイル」欄の下に表

示されるファイル名をクリック

し、ダウンロードしてくださ

い。 

 

 



199 

4記載された回答内容でお問合

せが解決できた場合、「解決し

た」ボタンをクリックします。 

 

回答に対し、追加でお問合せを

する場合は、手順 6 に進んでく

ださい。 

 
 

5画面上部に「お問合せを解決

しました。」と表示されます。 

確認したお問合せの「ステータ

ス」欄に「完了」と表示されま

す。 

 

 

6回答に対し、追加でお問合せ

をする場合は、「再問合せ」ボタ

ンをクリックします。 

 

 
7「問合せ：再問合せ」画面が

表示されます。「お問合せ内容」

を入力し、「送信」ボタンをクリ

ックします。 
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8画面上部に「再問合せを送信

しました。」と表示されます。 

 

「ステータス」欄に「受付待」

と表示されます。 

 

 

 

  



201 

6.3 電話でお問合せする 
eMLIT コールセンターがご対応いたします。 
電話番号 03-4577-9227 
 

※通話料がかかります。 

サポート時間：平日 8 時 00 分～18 時 15 分（土日祝日・年末年始を除く） 
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7 用語集 
 

索
引 

用語 説明 

あ アカウント ユーザがアプリケーションにアクセスする際に必要な
権利を指す。eMLIT で申請を行う場合のアカウント
は、G ビズ ID および eMLIT アカウントを指す。 

 オンライン申請 インターネット上で申請を提出することを指す。 

か 経営体 法人や個人事業主といった申請を行う主体を指す。申
請者は経営体に所属する。 

 国土交通省手続業務一貫処
理システム（eMLIT） 

国土交通省所管法令等に基づく申請・届出等の手続に
ついて、インターネットを通じて受け付けるシステム
を指す。国民・事業者等利用者のパソコンから、24 時
間 365 日いつでも申請・届出等を可能とする。 

 コールセンター 各種ユーザからの問合せの受付、対応を行う。 

さ システム利用者 eMLIT を利用するユーザの総称。申請者、審査者、手
続管理者、システム管理者及び運用・保守事業者。 

 承諾 発注者もしくは監督職員又は受注者が書面により同意
すること。 

 情報提供 審査時に、他組織に提出した申請の情報が必要な場合、
審査者がその申請の閲覧許可を求めることを指す。 

 審査 個人・法人からの申請が許認可を要する手続の場合、
審査者が許認可の判定を行うことを指す。 

 審査者 ①eMLIT の審査者アカウントを持ち、オンライン化し
ている手続の審査等処理を行う職員（国土交通省本省・
地方支分部局、自治体職員、審査業務を担う独立行政
法人等）を指す。 
②eMLIT 上で審査作業を行うユーザ区分の名称を指
す。 

 審査組織 eMLIT 上で定義される審査に関する 1 組織を指す。 
自治体職員、審査業務を担う独立行政法人等関連機関
も対象となることを想定している。 

 申請 個人・法人から法令等に基づき提出される申請・届出
を指す。 

 申請者 ①eMLIT の申請者アカウントを持ち、法令等に基づく
申請・届出等を行った個人・法人等を指す。 
②法令等に基づき申請・届出等を行うユーザ区分の名
称を指す。 
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索
引 

用語 説明 

た 台帳 eMLIT 上の手続の項目を組み合わせ、必要な情報を整
理する機能を指す。 

 台帳情報 台帳の 1 項目を指す。 
 代理申請 行政書士等が申請者の代わりに申請を提出することを

指す。 
 代理申請者 行政書士等、申請者から委託を受け、代わりに申請を

提出する申請者を指す。 

 代理申請委任者 自ら申請を行わず、行政書士等に申請の提出（代理申
請）を依頼する申請者を指す。 

 ダッシュボード eMLIT のログイン後ホーム画面下部にあるグラフエ
リアを指す。 

 帳票 様式に申請情報を入れた状態を指す。 

 通知 ある特定の者に対し、緊急で伝達すべき事項等につい
て、口頭、ファクシミリ、メールなどの署名又は押印
が不要な手段により知らせることをいう。なお、後日
書面による通知内容の伝達は不要とする。 

 手続 法令等において規定されている申請、処分通知、交付
等を指す。 

は パスワードリセット ログイン時に使用するパスワードを忘れた場合など
に、パスワードを初期化する作業を指す。 

 法人認証基盤 経済産業省が運営する認証システム。法人版マイナン
バーである法人番号を活用し、一つの ID(gBizID)/パ
スワードで複数の行政サービスにアクセスでき、ワン
スオンリーが可能となる。個人に ID が払い出され、
その ID ごとに本人確認済みの状態を保持しているた
め、本システムとの連携が検討されている。 

 法令等 eMLIT 上で手続をまとめる単位を指す。 
 本システム 本調達の対象となる、国土交通省手続業務一貫処理シ

ステム（eMLIT）を構成するシステムを指す。 
正式名称：国土交通省手続業務一貫処理システム

（eMLIT） 
 本人確認 サービスの利用者を登録する際に当該利用者が実在す

る本人であることを公的な書類等で確認し、さらに実
際にサービスを利用する際に当該利用者が身元確認を
行った本人であることを ID・パスワード・生体認証な
どを用いて、システム認証の対象となる人物かどうか
確認することを指す。 

ま 未ログインユーザ eMLIT にログインしていない状態の利用者を指す。 

E eMLIT 国土交通省手続業務一貫処理システムの略称。 
正式名称：国土交通省手続業務一貫処理システム 
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用語 説明 

G G ビズ ID（法人共通認証基
盤） 

デジタル庁が運営する法人・個人事業主向け共通認証
システムを指す。 

 
 


